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第１５回平成２０年３月与謝野町定例会会議録（第１号） 

 

招集年月日 平成２０年３月３日 

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後５時３８分 散会 

招集の場所 与謝野町議会会議場 

 

１．出席議員 

       １番  野 村 生 八      １０番  赤 松 孝 一 

       ２番  畠 山 伸 枝      １１番  勢 旗   毅 

       ３番  上 山 光 正      １２番  多 田 正 成 

       ４番  廣 野 安 樹      １３番  今 田 博 文 

       ５番  小 林 庸 夫      １４番  森 本 敏 軌 

       ６番  家 城   功      １５番  谷 口 忠 弘 

       ７番  伊 藤 幸 男      １６番  有 吉   正 

       ８番  浪 江 郁 雄      １７番  服 部 博 和 

       ９番  井 田 義 之      １８番  糸 井 満 雄 

 

２．欠席議員 

      （なし） 

 

３．職務のため議場に出席した者 

      議会事務局長    奥野  稔    書 記    植松 ひろ子 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者 

      町 長    太田 貴美    代表監査委員    足立 正人 

      副 町 長    堀口 卓也    教 育 長    垣中  均 

      総 務 課 長    大下  修    教育委員長    白杉 直久 

      企画財政課長    吉田 伸吾    商工観光課長    太田  明 

      岩滝地域振興課長    小林 哲也    農 林 課 長    浪江  学 

      野田川地域振興課課長補佐    長島 栄作    教育推進課長    土田 清司 

      加悦地域振興長    和田  茂    教 育 次 長    鈴木 雅之 

      税 務 課 長    日高 勝典    下水道課長    小西 忠一 

      住民環境課長    藤原 清隆    水 道 課 長    芋田 政志 

      会計管理者    金谷  肇    保 健 課 長    佐賀 義之 

      建 設 課 長    山﨑 信之    福 祉 課 長    岡田 康利 



－2－ 

５．議事日程 

  日程第 １          会議録署名議員の指名 

  日程第 ２          会期の決定について 

  日程第 ３          諸般の報告 

（選挙） 

  日程第 ４  請願第 １号  子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための教育予算増額、 

                 教育諸条件の整備・充実を求める請願書 

（提案～委員会付託） 

  日程第 ５  議案第 ８号  人権擁護委員候補者の推薦について 

（提案～表決） 

  日程第 ６  議案第 ９号  人権擁護委員候補者の推薦について 

（提案～表決） 

  日程第 ７  議案第１０号  与謝野町後期高齢者医療制度条例の制定について 

（提案説明） 

  日程第 ８  議案第１１号  与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例及び与謝野 

                 町教育委員会委員長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する 

                 条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第 ９  議案第１２号  与謝野町職員の給与に関する条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第１０  議案第１３号  与謝野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第１１  議案第１４号  与謝野町特別会計条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第１２  議案第１５号  与謝野町国民健康保険条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第１３  議案第１６号  与謝野町立幼稚園設置に関する条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第１４  議案第１７号  与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例の一部改正に 

                 ついて 

（提案説明） 

  日程第１５  議案第１８号  与謝野町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第１６  議案第１９号  与謝野町老人医療費の支給に関する条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第１７  議案第２０号  与謝野町国民健康保険条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第１８  議案第２１号  与謝野町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について 
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（提案説明） 

  日程第１９  議案第２２号  与謝野町一般廃棄物処理施設条例の一部改正について 

（提案説明） 

  日程第２０  議案第２３号  与謝野町障害者グループホーム・ケアホームの指定管理者の指定に 

                 ついて 

（提案説明） 

  日程第２１  議案第２４号  与謝野町障害者就労継続支援施設の指定管理者の指定について 

（提案説明） 

  日程第２２  議案第２５号  与謝野町地域農産物等活用型交流施設の指定管理者の指定に 

                 ついて 

（提案説明） 

  日程第２３  議案第２６号  大内峠一字観公園の指定管理者の指定について 

（提案説明） 

  日程第２４  議案第２７号  与謝野町道路線の認定について 

（提案説明） 

  日程第２５  議案第２８号  与謝野町道路線の廃止について 

（提案説明） 

  日程第２６  議案第２９号  与謝野町道路線の変更について 

（提案説明） 

  日程第２７  議案第３０号  与謝野町と宮津市との間の廃棄物処理に係る事務の委託に関する 

                 規約の変更について 

（提案説明） 

  日程第２８  議案第３１号  宮津与謝消防組合規約の変更について 

（提案説明） 

  日程第２９  議案第３２号  平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第５号） 

（提案説明） 

  日程第３０  議案第３３号  平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第５号） 

（提案説明） 

  日程第３１  議案第３４号  平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第４号） 

（提案説明） 

  日程第３２  議案第３５号  平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第２号） 

（提案説明） 

  日程第３３  議案第３６号  平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

（提案説明） 

  日程第３４  議案第３７号  平成１９年度与謝野町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

（提案説明） 

  日程第３５  議案第３８号  平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

（提案説明） 



－4－ 

  日程第３６  議案第３９号  平成１９年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第４号） 

（提案説明） 

  日程第３７  議案第４０号  平成１９年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号） 

（提案説明） 

  日程第３８  議案第４１号  平成１９年度与謝野町水道事業会計補正予算（第３号） 

（提案説明） 

  日程第３９  議案第３５号  平成２０年度与謝野町一般会計予算 

（提案説明） 

  日程第４０  議案第４３号  平成２０年度与謝野町簡易水道特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４１  議案第４４号  平成２０年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４２  議案第４５号  平成２０年度与謝野町下水道特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４３  議案第４６号  平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４４  議案第４７号  平成１９年度与謝野町介護保険特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４５  議案第４８号  平成２０年度与謝野町土地取得特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４６  議案第４９号  平成２０年度与謝野町石田土地区画整理事業特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４７  議案第５０号  平成２０年度与謝野町国民健康保険特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４８  議案第５１号  平成２０年度与謝野町老人保健特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第４９  議案第５２号  平成２０年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第５０  議案第５３号  平成２０年度与謝野町財産区特別会計予算 

（提案説明） 

  日程第５１  議案第５４号  平成２０年度与謝野町水道事業会計予算 

（提案説明） 
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６．議事の経過 

（開会 午前９時３０分） 

議  長（糸井満雄） おはようございます。早朝からご大変ご苦労さんでございます。 

２０年３月の定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

３月に入りまして、いよいよ春本番を迎える季節となってまいりました。三寒四温と申します

けれども、まだまだ朝夕寒い日が続いております。ちょうど本日は３月３日、桃の節句、ひな祭

りでございます。梅のつぼみもだんだん赤みを帯びて、膨らみを見せてまいりました。春のたた

ずまいを感じるころとなってまいりました。 

本日ここに、第１５回平成２０年３月定例会が招集されました。議員の皆さん、理事者、執行

機関の皆さんには、大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。 

さて、私たち与謝野町においては、昨年１２月には行政改革大綱が示され、さらに今後１０年

間のまちづくりの指針となります総合計画が策定されました。その意味で、平成２０年度は行政

改革の元年、また、本格的なまちづくりの元年と位置づけてもいいのではないかと思っておりま

す。 

したがって、２０年度において大変厳しい財政状況の中ではありますが、これら計画を実施、

あるいは実行するための施策が本予算にどのように反映され、いかに推進せれるかが最大の焦点

であると思っております。それだけに、本３月定例会は大変重要で、注目される議会となると思

います。 

会期も２６日という長丁場となります。まだまだ寒い日が続きます。どうか健康には十分ご留

意願いまして、町民の付託にこたえるべく活発で真摯な議論を展開されますようご期待申し上げ

ますとともに、議事進行にも特段のご協力をお願い申し上げ、開会に当たってのごあいさつとし

ます。 

なお本日、野田川地域振興課平野課長は療養のため欠席でございます。かわりまして、長島課

長補佐が出席いたしております。 

それから、教育委員会の白杉教育長は欠席のため、今西委員にご出席をいただいておりますこ

とを、ご報告申し上げます。 

ただいまの出席人員は１８人であります。 

定足数に達しておりますので、ただいまから第１５回平成２０年３月定例会を開会いたします。 

本日の会議は、お手元に配布しております議事日程に従い進めたいと思います。 

ご報告いたします。お手元に配布しておりますように、本定例会に提出されております議案は、

請願第１号 子どもたちにゆきとどいた教育をするための教育予算増額、教育諸条件の整備・充

実を求める請願書ほか４７件であります。 

以上、４８件を上程いたします。 

次に、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１１６条の規定により、１３番 今田博文議員、１４番 森本敏軌議員。 

以上、２名にお願いすることにします。 

次に、日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

お諮りします。 
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本定例会の会期は、本日から３月２８日までの２６日間としたいと思いますが、異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から３月２８日までの２６日間と決定しました。 

次に、日程第３ 諸般の報告を行います。 

諸般の報告についての質疑は行いませんので、念のため申し上げておきます。 

それでは、一部事務組合議会の報告をしていただきます。 

最初に、与謝野町宮津市中学校組合の報告をお願いします。 

上山議員。 

３  番（上山光正） 皆さんおはようございます。ご苦労さんです。 

それでは、ただいま議長の方より報告のお許しをいただきましたので、与謝野町宮津市中学校

組合の議会報告をさせていただきます。 

平成２０年２月２７日午後１時３０分より与謝野町役場本庁舎で、平成２０年度第１回与謝野

町宮津市中学校組合議会定例会が、３階大会議室で開会されました。 

本定例議会の出席議員は１２名で、定足数に達しており会議が開会されました。 

議案説明に入ります前に、第１号議案から第３号議案までの共通する考え方ということで、管

理者から説明がありました。 

それは昨年１０月３０日に開会されました中学校組合議会の監査報告の中で、平成１８年度決

算審査意見書の４項、その他で、足立代表監査委員より、例規集が新規に印刷、配布をされまし

たが、内容の整理も望みたい。この項目があったと１２月の定例会で報告をさせていただいたと

ころでございます。 

その内容につきましては、職員の給与条例の一部改正の件を例に挙げられまして、与謝野町の

条例に準ずるという点が指摘をされたわけでございます。つまり与謝野町の議会で給与改定等が

可決されますと、宮津市議会選出の議員の皆さんは、与謝野町議会での条例制定の論議に参加す

る場がないという点が特に指摘をされていました。 

これを受けて、例え一部事務組合の内容が一緒でありましても、中学校組合議会で条例案を提

出して、そして可決される必要があるという指摘を受け、これを機会に中学校組合のすべての条

例を見直して、監査委員の指摘に該当する条例につきましては全部改正を行うべく、本日、議案

第１号から議案第３号まで上程をされたところでございます。 

その議案第１号ですが、与謝野町宮津市中学校組合公告式条例の改正で、現行の条例では、本

組合は与謝野町公告式条例を準用して公告すると規定されておりますが、与謝野町に準じた内容

に条例を全部改正するものでございます。 

内容ですが、条例の公布は告知、宣伝、意見広告、求人広告などで、中学校組合を組織する市

町の掲示板に掲示されます。 

また、議案第２号では、与謝野町宮津市中学校組合職員の給与に関する条例の制定でございま

す。第１号と同じく、与謝野町の条例に準じて給与の種類、及び基準を定めるもので、全部改正

するものでございます。 
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次に、第３号は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例の制定

ですが、この議案も１、２号と同じく、与謝野町条例に準じて条例の全部改正を行うもので、そ

の内容につきましては、規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格

５，０００万円以上の工事、または製造の請負とする。同じく、財産の取得、または処分につき

ましては、予定価格７００万円以上の不動産、もしくは動産の買い入れ、売り払い、または不動

産の信託の受益権買い入れ、もしくは売り払いとするなどの報告でございます。 

なお、議案第１号～３号までの質疑はありませんでして、起立全員で可決されました。 

次に、議案第４号ですが、橋立中学校施設の利用に関する条例の制定についてですが、学校教

育に支障を来たさない範囲において学校施設の利用を可能とするため、新たに条例を制定するも

のであります。 

内容ですが、社会教育、その他公共のために利用させることができるという提案であります。

体育館の使用料は、午前・午後・夜間ともに全面１，０００円とし、学校運動場の使用料は無料

となっております。 

質疑ですが、井田議員が、学校施設を利用の場合の申請、許可について、糸井議員からは、従

来の規則から新たに条例制定される内容の確認について、また、私の方から、体育館の昼夜使用

料の確認についての質疑がございましたが、起立全員で可決されました。 

次に、議案第５号、平成１９年度補正予算（第２号）は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出

それぞれ２１２万５，０００円の減額でございます。 

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４，５７５万９，０００円となりました。 

内容ですが、各事務事業の実績見込みから不用となる経常経費ほかを減額するものでございま

す。 

歳入の中の教育費分担金の減額は２１２万５，０００円。その内訳でございますが、８８５万

円の交付税の減額であります。財源が不足となりまして、６７２万５，０００円の市町分担金で

不足分を補っております。 

この交付税減額の理由でございますが、人口と面積ほかで算定する新型交付税の導入によるも

ので、算定方式の簡素化が主な要因でございます。平成１８年度までは、交付税の範囲内で学校

運営がなされておりましたが、新型交付税の導入によりまして、平成２０年度からは交付税の減

額分を市町分担金でもって補い、学校運営を行っていくことになります。 

質疑は、井田議員の新型交付税の算出についてであります。討論はありませんでしたが、起立

全員で可決されております。 

次に、議案第６号、平成２０年度与謝野町宮津市中学校組合会計予算ですが、歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ４，５０４万３，０００円と定められ、一時借入金の借入最高額は

２，０００万円としております。 

歳出予算の流用についてですが、各項に計上した給料、職員手当及び共済費、退職手当組合負

担金に係る予算額に過不足を生じた場合のみ、同一款内で経費の各項目の間の流用に限るとされ

ております。 

補正予算の報告の中で、新型交付税の問題に触れさせていただきましたが、平成１９年度当初

予算と比較をさせていただきますと、２６９万７，０００円の減額となっております。 
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歳出ですが、１０款、教育費の減額は２３０万２，０００円、事務局費の印刷製本費と共同事

務費負担金を減額、外国青年招致費のＡＬＴ事業は、平成１６年度からお世話になっております

トーマスさんの帰国に対する旅費の増額でございます。 

３項、中学校の学校管理費の当初予算は減額となりますが、学校施設に係る工事請負費や耐震

改修工事等の実施計画費は、新たに補正で計上されます。 

教育振興費は、前年度と比較いたしまして５２万８，０００円の増額、理科教育施設整備事業

の備品購入費と、京の子ども夢 将来体験活動推進事業、これは２年生の職場体験のための予算

を計上しております。 

１１款、分担金及び負担金では３１３万円の減額となります。交付税の見込みが３，７９０万

９，０００円となり、前年度当初予算と比較すると９５５万６，０００円の減額となります。 

市町分担金としては、６４３万６，０００円を計上いたしており、国庫支出金は３４万

９，０００円を増額、これは理科教育施設設備費の事業費２分の１を補助金として受け入れたも

のでございます。 

以上が、概要です。 

質疑は、井田議員が補正対応のうち、耐震改修工事にかかる体育館、校舎の実施設計順序の関

係と、ＡＬＴ、国際交流員の活動状況と範囲についてでございます。 

また、宇都宮議員からは、クラブ活動、ブラスバンドでございますが、全楽器が古く、数も少

なく、新入生の活動に支障を来たしている。この実態の把握はできているかということと、小田

議員が、同じくＡＬＴが帰国、新たにＡＬＴを迎えるための旅費の関係を質疑されました。 

討論はなく、起立全員で可決いたしました。 

以上が、平成２０年２月２７日に開会されました与謝野町宮津市中学校組合定例会の審議の内

容も含めて、報告をさせていただきます。 

終わります。 

議  長（糸井満雄） 次に、丹後地区広域市町村圏事務組合の報告をお願いします。 

赤松議員、お願いします。 

１ ０ 番（赤松孝一） それでは、丹後地区広域市町村圏事務組合の議会の報告をいたします。 

２月２８日午後２時より、京丹後市の市役所において行われまして、私と、糸井議長と２名、

出席をしてまいりました。 

当日は、平成２０年度の一部事務組合の一般会計予算と、それから特別会計の方のふるさと市

町村圏事業特別会計予算との２つの予算が主な内容でありましたが、皆さんご存じのように一般

会計の方は、ほとんどもう人件費でございます。歳入歳出それぞれ２，０３２万８，０００円で

ありますが、これはもうほとんど人件費でございます。 

それから、特別会計の方でいきますと、これも皆さんもご存じのようなことでありまして、

２０年度も何らそう大した変わりはございません。 

ただ、新しくできましたのが、丹後ふるさとづくりサポートクラブといったものが、新たに平

成１９年度に募られまして、２０年度から事業展開をされるようであります。 

あとは文化振興事業として、きょうまでのような丹後の短歌コンクール、それからツーデーマ

ーチ、そして丹後ふるさとづくり研修事業、こういったものが主な柱でございます。 
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中でも皆さんもご存じの丹後天橋立ツーデーマーチに、この予算のほとんどを使ってしまうと

いうことでありまして、特別会計は１，３６９万８，０００円の予算でありますが、そのうち

８７５万円が丹後天橋立のツーデーマーチ事業に執行される予定でございます。 

それから、申し遅れましたが、この一般会計の予算の分担でございますが、分担割合は人口割

と均等割でございまして、人口割が７０％、均等割が３０％ということでございます。宮津市が

来年度の予算では３９３万１，０００円、京丹後市が８８３万８，０００円、伊根町が１７２万

９，０００円、与謝野町は４３８万７，０００円というような分担割合でございます。 

それから昨年度、平成１９年度の丹後短歌コンクールもたくさんのご応募があったようでござ

います。平成１９年６月２５日から１０月３１日まで、短歌の中に丹後地域の地名や山、川、名

所などを詠み込むことで、ふるさと丹後のよさを再認識するものということでございますが、応

募総数は、一般の部１０２名、小中学生の部４２４名というとこでございました。 

ちなみに、優秀賞の中の一般の部の中から、与謝野町に該当する句といたしましては、「中世

の 史書に記述 ありと聞く ふるさと雲岩 われにまぶしき」、それから「大江山 登りの鬼

が 宿りいて 寝息すやすや 全山微風」、それから「妻の手を 借りてまでする 股覗き 天

橋立 金婚の旅」というような、この地方の名所を歌ってあるのが、優秀賞に入っていました。 

あと中学生、小学生の中にも、この地域を詠んだ大変優秀な短歌が入選をしています。 

これを、このきょうまでの短歌コンクールの入賞作品をもとに、今度、丹後百人一首というの

を新事業として取り組まれるということでございます。 

以上で報告を終わります。 

議  長（糸井満雄） 続きまして、私から宮津与謝消防組合、並びに京都府町村議会議長会、京都府後

期高齢者医療広域連合の報告をさせていただきます。 

それでは、お手元に少しまとめてさせてもらったものを配布させていただいておりますけれど

も、簡潔に報告を申し上げておきたいと思います。 

まず、議長会の報告でございますが、１月１６日、平成２０年第１回議長会が開催されました。 

内容につきましては、２２日に定期総会が開催されます。それの議案の検討と確認でございま

したので、内容的には省略をさせていただきます。 

したがいまして、それを受けまして、２月２２日、第５８回の議長会の定期総会が京都の自治

会館で開催をされました。 

まず冒頭、表彰がありまして、京都府町村議長会の表彰として、議員歴１１年以上の在籍者が

立ちまして、７人の表彰がされました。そこに書いてありますように宇治田原町が３人、笠置町

が３人、南山城村が１人でございます。 

さらに、全国町村議会議長会表彰として、議会議員として２７年以上在籍されました３人、大

山崎町２人、宇治田原町が１人、それから議会議員として１５年以上の在籍者に対して２人、笠

置町さんが２人でございました。 

そしてもう１つ、町村議会の広報全国コンクールがありまして、最優秀賞に南山城村の議会が

選ばれまして表彰を受けました。当与謝野町も出しましたけれども、残念ながら選に漏れました。

今後に期待をするところでございます。 

さらに来賓として、小石原副知事、家元府会議長、そして町村会から与謝野町長、太田町長に
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お越しいただきまして、町村会としてのごあいさつをいただいております。改めて御礼を申し上

げたいと思います。 

議事に入りまして、まず１点は、平成１８年度の一般会計の歳入歳出決算でございました。 

内容は省略させていただきますが、歳入合計が７，７００万３，７６１円、歳出合計が

７，５４１万３，７２０円で、差引残額が１５９万４１円でございました。 

その中で、財政調整基金に１０９万４１円を、１９年度へ繰り越しに５０万円を繰り越すこと

に決定をいたしております。 

さらに２番目に、平成２０年度の一般会計予算が上程されまして、歳入歳出総額２，９８４万

円でございます。 

主な事項といたしまして、会費は１９年度そのものを据え置きをしていこうということになり

ました。さらに、引き続き議会関連の図書を一括購入して、各町村に配布しようということで提

案されまして、いずれも承認をされたところでございます。 

さらに、道路財源に確保に関する決議が上程されまして、全会一致で決議をいたしました。 

それから、最後に役員改選がございまして、これは任期満了に伴う役員改選でございますが、

会長に、京丹波町の議長の岡本勇氏、副会長に井手町の中坊陽氏、監事に私が選出されました。

引き続き役員として残ることになりましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上が、議長会総会の報告でございます。 

それから、次に２月２７日に第１回の宮津与謝消防組合議会の定例会が開催をされました。 

１つは、条例の制定でございます。内容的には、長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例の制定で、長期契約をする項目を拡大をしたという内容でございます。 

それから、条例の一部改正がございました。これは防火予防条例の一部を改正する条例でござ

いまして、防火予防を一層強めていくという内容の条例でございます。 

それから、１９年度の一般会計補正予算が上程されました。これは京都府市町村未来づくり交

付金が５１５万８，０００円交付されましたのに伴いまして、常備消防費などに充当をしていく

ということで提案されました。 

それから、２０年度の一般会計予算でございますが、歳入歳出総額が８億６，０３０万

９，０００円でございます。対前年４，２５９万７，０００円、５．２％の増でございます。 

特筆すべきは、歳入として負担金は新基準にて計上ということで、さきの全員協議会の中でご

説明がありました内容でもって計上がされております。 

歳出につきましては、主な内容は皆さんご存じのように人件費が８５％を占めておりまして、

その他、主な内容につきましては、緊急通信指令システムの部分更新で７，０３５万円でシステ

ムの部分更新を図りたいというものでございます。 

この緊急指令システムというのは、平成８年度導入で９年から稼働しておるもので、１１年経

過して今この部品と言いますか、これを更新する必要があるということのために、全面改修とい

うことになりますと大変名ことになりますので、部分的に更新をして、将来の広域化を見据えた

中での一部改修ということでやりたいということでございました。そういう内容で支出計上をさ

れております。 

いずれも全員賛成で、可決、決定をされておるところでございます。 
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一般質問は１件ございまして、これはライフラインの水道管の連結についての一般質問がござ

いました。内容は省略をさせていただきます。 

その他といたしまして、消防長の方から報告がございましたんですが、消防の広域化が今、国

の指針に基づきまして、５年を実施目途に計画、実施検討されておるというふうに報告がされて

おりました。 

１つは、京都府の指令共同化の組み合わせということで、京都府内を京都市を含めまして３ブ

ロックに大体分けて指令共同化をやっていきたいということで、今検討がされておるようです。

京都市が１つ、それから南ブロックとして８消防本部があるそうでございますが、１つが山城地

域の南ブロック、北ブロックとして亀岡以北、６消防本部があるようでございますが、これを

１つのエリアとして共同化を今検討中ということでございます。 

あわせて消防本部のブロック化も検討されておりまして、北部はいわゆる亀岡中丹を１つのブ

ロック、もう１つは福知山以北の２ブロックという案が、今いろいろと検討されておるようでご

ざいます。福知山以北で、ちょうど３０万の国の基準に合うというふうなことで報告がされてお

りました。 

なお参考までに、火災、救助、救援、救急の件数につきまして、そこに記載しておりますので、

ご参考にしていただきたいと思います。 

以上が、消防組合の報告でございます。 

それから、もう１点、３月１日に、京都府後期高齢者医療広域連合会の定例会が開催をされま

した。一昨日、１日の土曜日でございます。 

提案されました内容につきましては、１つは、条例の制定が２件でございます。 

１つは、財政調整基金条例の制定でございます。これは広域連合の財政の健全な運営に資する

ために、地方自治法及び地方財政法に基づきまして、財政調整基金を設置するという内容の条例

でございます。 

もう１つは、臨時特例基金条例の選定ということで、これは被扶養者であった被保険者に対す

る特例措置が設けられておるわけですけれども、この特例措置に必要な財源が、国から平成

１９年度予算で交付されることになったものでございます。したがいまして、そのために当該交

付金の受け皿として、特定目的の基金を設置したいという条例の内容で、これは２年で失効とい

うことでございます。２２年３月３１日でもって効力を失うという条例でございます。 

それから、もう１つは条例の一部改正でございます。 

１つは、職員定数条例の一部改正が上程されました。これは４月から、この後期高齢者医療が

実施に移されるわけでございますが、実施に移すに当たって４名を増員し、執行体制の充実を図

っていきたいということで、現行１８名から２２名の４名に増員したいという内容でございまし

た。 

もう１つの一部改正は、後期高齢者医療に関する条例の一部改正でございまして、これは京都

府から保険事業に要する経費のうち、保険料で負担する部分に対して補助金か７，８６５万円交

付されることになったわけでございます。したがいまして、それに伴いまして保険料の改定をす

る必要が生じましたので、第８条、第９条の関係を一部改正をしていこうということでございま

す。 
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内容的には、均等割額が現行４万５，２５０円を４万５，１１０円に改定するということで

１４０円の減額。所得割額を１００分の８．３２％を８．２９％に改定するということで、

０．０３％を落とすということでございます。 

ちなみに与謝野町に当てはめますと、均等割額が３万７，４４０円で今定められておりますが、

これが３万７，３２０円に改定、１２０円の減額でございます。所得割額が１００分の

６．８９が６．８６％、すなわち０．０３％の減ということになります。そういうことで、この

一部改正について減額がされました。全平均で１人当たり２３０円の減額となるというふうに言

われております。これが一部改正の内容でございます。 

それから、平成１９年度の一般会計補正予算が上程されました。総額６億３，９７７万

８，０００円の補正でございます。 

歳入は、被扶養者であった被保険者に係る国からの交付金、国府からの運営経費に係る補助金

の計上をされてました。それから歳出は、国からの交付金は臨時特例基金へ、国府の補助金など

は財政調整基金へそれぞれ積み立てるという内容でございます。 

それから、平成２０年度の一般会計予算。総額が１，０１１億５，５６６万８，０００円でご

ざいます。 

内容的には、歳入は市町村からの賦課金のほか、財政調整基金からの繰り入れでございます。

ちなみに、与謝野町の負担金は９５４万１，０００円でございます。歳出につきましては、運営

経費や特別会計への繰出金でございます。 

それから、平成２０年度特別会計予算が上程されました。予算総額が２，２７５億

６，８００万６，０００円でございます。 

内容的には、歳入は加入者の保険料、政府管掌保険、国保等保険者から支援金、法定の国府の

負担金などでございます。歳出は、医療給付費でございます。いずれも、賛成多数で可決されま

した。 

なお、そこには書いておりませんが、２人の方から一般質問がございました。内容的には、今

後の方針、あるいは執行体制のあり方についての質問が出されたと記憶しております。 

以上が、後期高齢者医療広域連合の報告でございます。 

なお、この内容等につきましては、議長室の方に一式書類を備えておりますので、どうぞ見て

いただきますようにお願いを申し上げたいと思っております。 

以上、報告といたします。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

次に、町長からごあいさつがございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 皆さんおはようございます。 

３月に入り、暦の上では啓蟄を迎え、冬ごもりの虫が動きだす季節となりましたが、まだまだ

寒い日々が続くことと存じます。皆様には風邪などには気をつけていただき、健康管理に十分ご

留意いただきたいというふうに存じます。 

昨日は野田川ハザードマップを活用し、洪水、土砂災害を想定した防災訓練を全町域で実施い

たしました。議員の皆様、各区の区長様をはじめ多くの町民の皆様のご参加、ご協力をいただき、
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防災意識の高揚と防災体制の強化を目的とした情報伝達、避難訓練等がスムーズに実施できまし

たことを厚くお礼を申し上げます。 

ちなみに参加人数を申し上げますと、加悦地区９５７名、約１２％でございます。岩滝は

３２８名、５％、野田川地区は１，９６５名、１８％で、合計３，２５０名、１２．８％の皆さ

ん方のご参加をいただきました。ありがとうございました。 

さて、本日、第１５回平成２０年３月与謝野町議会定例会を招集させていただきましたところ、

議員の皆様には、公私ともに大変ご多忙にもかかわりませずご参集賜りましたことを、心から厚

くお礼を申し上げます。 

この３月定例会において上程いたします議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 

今回は、人事案件が２件、条例の制定及び改正が１３件、公共施設の管理運営に係る指定管理

者の指定が４件、町道路線の認定、変更、廃止が３件、宮津与謝消防組合規約等の変更が２件、

平成１９年度一般会計及び特別会計３月補正予算案等の案件が１０件、平成２０年度一般会計及

び特別会計予算案等の案件が１３件、計４７件の議案上程となります。 

特に今定例会には、昨年に策定いたしました与謝野町総合計画、及び与謝野町行政改革大綱に

基づき、私のマニフェストをも反映させつつ、平成２０年度において実施する事業、施策を盛り

込んだ、新町３年目となります一般会計及び特別会計予算等をご提案することとしており、ハー

ド事業に関しましては、継続、懸案事業を中心に、道路整備事業や社会福祉施設の整備等を予算

化し、ソフト事業におきましては、医療の充実、健診の無料化等の福祉施策の推進を行うことと

しております。 

総合計画に基づく、より具体的な事業、施策の内容につきましては、実施計画の中で明記する

こととしており、２月２９日開催の与謝野町総合計画審議会においてご議論され、承認していた

だいたところであり、議員の皆様にも提示をさせていただいております。 

総合計画は、平成２０年度から平成２４年度までの５年間を基本計画期間として、今回策定い

たしました実施計画は、毎年度３カ年度を期間とするローリング方式で見直すこととしており、

平成２０年度から平成２２年度までの３年間を、単年度ごとに事業内容、事業費、財源内訳を明

示した内容となっております。 

今後は、この実施計画に基づき、懸案事業や新規事業を遂行していくこととし、与謝野町のカ

ラーを内外に出しつつ、新町の一体感の醸成を図ってまいりたいというふうに考えております。 

また、平成１９年２月１日に、京都後期高齢者医療広域連合が発足し、平成１９年度から本格

的に、府内の各市町村とともに共同で準備を進めてまいりました後期高齢者医療制度が、平成

２０年度からスタートいたします。新医療制度の特別会計を新たに設置し、本格的な事業の運営

を行うこととなり、現行の老人医療制度から新制度への円滑な移行に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

加えて、与謝野町行政改革大綱に基づき、町の行財政改革を進めていくこととしており、私た

ち特別職を含む町職員においても、給与費の削減を断行することとし、給与及び特殊勤務手当等

に関する条例の改正、それに伴う予算計上を行うとともに、職員の退職による新規採用について

も最小限にとどめ、類似団体に見合う職員数に近づくよう、職員の資質向上とあわせて適正化を

図ってまいりたいというふうに考えております。 
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予算書等の数字にはあらわれない事務改善等につきましても、日々の業務の効率化を図るとと

もに、サービスの低下とならないよう普段の努力が大切であるというふうに思っております。 

平成１９年度一般会計及び特別会計３月補正予算案、並びに平成２０年度一般会計及び特別会

計予算案等の内容似つきましては、予算書及び概要資料等を配布しておりますので、後ほど詳細

なご説明を申し上げます。 

あわせまして、議員の皆様もご承知のことと存じますが、平成１８年秋より与謝野町男女共同

参画推進委員会において審議されてきました、与謝野町男女共同参画計画「男女（みんな）の和

づくりプラン」が策定され、この２月５日に男女共同参画による新しいまちづくりに向けたビジ

ョンが示されました。この計画をもとに、男女がともに個性豊かな人として、持てる能力を発揮

し、生き生きと暮らすことのできる社会を築くため、行政として、できる限りの支援を行ってま

いりたいというふうに考えております。 

最後に、２０年度は町の将来像の確立に向けました大きな第一歩が踏み出せるものと確信して

いるところであり、礎を築き、より豊かな町へと発展を願うものでございます。 

今議会におきましても、議員の皆様の活発なご意見、ご議論をいただきますとともに、より一

層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、第１５回平成２０年３月与謝野町

議会定例会開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） 次に、日程第４ 請願第１号 子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための

教育予算増額、教育諸条件の整備・充実を求める請願書を議題とします。 

紹介議員の説明を求めます。 

野村議員。 

１  番（野村生八） 子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための教育予算増額、教育諸条件の整

備・充実を求める請願書について、その内容を報告をし、提案とさせていただきます。 

まず、請願趣旨事項を朗読をいたします。 

請願趣旨 

未来を担う子どもたちに健やかな成長を誰もが心から願っています。 

ところが、今日、子どもや教育をめぐる状況には大変厳しいものがあり、「子どもの多様化と

指導困難」「不登校」「学びからの逃避」「いじめ」「いじめによる自殺」などが大きな社会問

題となっています。 

また、長引く不況と経済格差がくらしを直撃し、教育費の父母負担はますます重く、家計を圧

迫するようになっています。併せて、義務教育費の国庫負担見直しと共に自治体負担が増加する

など、「教育費」の問題は、子どもたちのすこやかな成長を願う父母や教育関係者にとって、緊

急で切実な課題になっています。 

国の施策の基本として、どの子にもゆきとどいた教育を保障するために、憲法第２６条は、義

務教育無償の原則をうたっています。いま、この憲法の理念を守り、生かした、子どもたちの豊

かな教育を保障していく教育予算の増額、教育諸条件の充実の取り組みが強く求められています。 

わたしたちは、与謝野町の子どもたちが次代を担うものとして大切にされ、どの子にも豊かな

教育が保障されることを願っています。そのために以下の請願事項を実現していただくようお願

いいたします。 
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請願事項 

 １ 一人ひとりのこどもを大切にする教育の実現のため、町独自に３０人学級の早期実現の

ための措置をしてください。 

 ２ 教育条件の充実のため教育予算を増額し、教育費の保護者負担を軽減してください。 

 ３ 特別支援が必要なこどものための加配教員の充実とともに、町として教育相談や支援サ

ポートができる体制や施設をつくってください。 

 ４ 校舎・体育館の耐震調査後の耐震改修を、早期に実現してください。 

また、改修にあたっては、より豊かな教育施設が実現するよう学校改築を進めてくださ

い。 

 ５ 危険遊具の指定、撤去後の新たな遊具設置に早急に取り組んでください。 

この請願書提出時で、５６８名の署名が添えられています。そして今、その署名は引き続き取

り組まれていまして、７００名を超えているというふうに聞いています。 

この請願事項について若干、補足説明をさせていただきます。 

１番目の３０人学級の早期実現ですが、前回も申しましたように、京都府においては新たに

３０人学級を進めていくという新たな方針が打ち出されました。そして２０年度の予算について

も、それを実現するための予算の確保も一定始まっているというふうに聞いています。 

そういう状況にかんがみ、ぜひ、とりわけ当町の４０人に近い学級が、２０年度残されていく

という見通しがあるようですので、すべて全部というとこまでいかなくても、少なくともそうい

うクラスについては、ぜひ早急にそういう３０人学級のための措置をしてほしいという、そうい

う内容だというふうに聞いています。 

２つ目については、先ほどありましたように教育費、義務教育については無償というのが憲法

の精神です。現在の格差社会、とりわけ若者の中でのこの低い所得のもと、教育についてのしっ

かりとした保障を、なかなかしにくい保護者が大変ふえている。このことに大変危惧をされてい

て、今まで以上に保護者負担削減が、教育条件を充実するためには必要だというふうな趣旨だと

いうふうに聞いています。 

３つ目には、特別支援教育が始まり、障害を持った子も一緒に教育をするということになって、

そういう意味では加配、特別支援教員の配置、このことが大変大事になってきています。町でも

１９年度補正予算で対応もしながら、充実をしていただいておりますが、まだ足りないのではな

いかという、そういう思いからの内容だというふうに聞いています。 

あわせて、そういう方々の教師や保母を含めた相談体制やフリースクールなど、どうしても学

校だけでも困難な事態も生まれている。そういう現状に合わせた、全体として町としてサポート

ができる体制に、引き続き努力をしていっていただきたいという内容だと聞いています。 

４番目の耐震改修等々については、町では積極的に耐震診断や耐震改修をする、そういう計画

が示されています。そういう中でこの耐震改修をする、その機会にぜひとも今まで課題になって

いた校舎の問題を、一緒に改修できるような取り組みをしていただきたい。 

例えばバリアフリーとかトイレが３階にない、こういう問題や、そして明るさ、いわゆる照度

の問題、いろんな課題がそれぞれの校舎にはあって、残っている問題があったというふうに思い

ます。 
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子供たちが使いやすい、そういう学校施設になるような、その改修も含めた改築を進めてほし

いという内容だというふうに聞いています。 

最後、５番目には危険遊具の問題ですが、町ではこの議会でも指摘があり、早速、危険遊具の

撤去をしていただきました。それにかわる遊具が、まだ実現していないということで、とりわけ

授業に必要な遊具については直ちに設置をしてほしい、こういう要望だと聞いています。 

例えば鉄棒なんかは、もうまさにそうだと思いますが、当初予算でぜひつけていただいて、

２０年度中ということでなくて、直ちにそれが使えるようになるような、そういう早急な取り組

みを、ぜひお願いしたいという内容だというふうに聞いています。 

以上、簡単でございますが、紹介議員としての内容の説明とさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） それでは、これにて質疑を終結します。 

紹介議員の野村議員、どうぞ自席に帰ってください。 

お諮りします。 

本請願は、文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

よって、本請願は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

ここでちょうど１時間ぐらいになりましたので、一遍休憩をとりたいと思います。 

それでは、４５分まで休憩をします。それでは休憩をします。 

（休憩 午前１０時２５分） 

（再開 午前１０時４５分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に、日程第５ 議案第８号 人権擁護委員候補者の推薦について、及び日程第６ 議案第

９号 人権擁護委員候補者の推進について、以上２件について関連がありますので、一括議題と

します。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８号及び議案第９号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由のご

説明を申し上げます。 

議案第８号は、現在、委員をお世話になっております松本正則氏の任期が、平成２０年６月

３０日をもって満了となるため、同氏を引き続き推薦いたしたく、また、議案第９号は、現在、

委員をお世話になっております長島美代乃氏の任期も、平成２０年６月３０日をもって満了とな

るため、新たに足立英子氏を、その後任の候補者として推薦いたしたくご提案申し上げるもので

ございます。 

両名とも人格高潔で、最適任者でございます。法務大臣の委嘱手続に時間を要するため、６月

議会で審議していただくことでは間に合わないということから、今議会に提案させていただいた
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ものでございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきます、ようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） これより議案第８号及び議案第９号について、一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第８号を採決します。 

本案は、原案の候補者を最適任者として推薦することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第８号 人権擁護委員候補者の推進については、原案の候補者を最適任者として

推薦することに決定しました。 

次に、議案第９号を採決します。 

本案は、原案の候補者を最適任者として推薦することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第９号 人権擁護委員候補者の推進については、原案の候補者を最適任者として

推薦することに決定しました。 

議  長（糸井満雄） 次に、日程第７ 議案第１０号 与謝野町後期高齢者医療条例の制定についてを

議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１０号、与謝野町後期高齢者医療条例の制定について、提案理由のご説明

を申し上げます。 

平成２０年４月から現行の老人保健制度にかわり、新しい医療制度として後期高齢者医療制度

が開始されることとなります。 

そこで、高齢者の医療の確保に関する法律、及び京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例に定める事項のほか、この条例の制定により、与謝野町が行う後期高齢者医療の

事務について必要な事項を定めるため、このようにご提案申し上げるものでございます。 

なお、議案の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、

ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） それでは、今町長から提案をさせていただきました後期高齢者医療条例の制定に

つきまして、詳細説明を申し上げたいというように思います。 
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概要につきましては、先ほど町長が申し上げたとおりでございます。京都府広域連合議会にお

きまして、京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例が、平成１９年１２月

１日の議会でよって可決されました。このことによりまして、それぞれの市町村で行うことを条

例で明記するものでございます。京都府下市町村、ほぼ同じ条例を提案するものでございます。 

議員の皆さんには大変遅くなっておりましたけれども、きょうお手元の方に、京都府後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例をお渡ししておりますので、それを参考にしていた

だきたいというように思います。 

それでは説明をさせていただきますけれども、説明につきましては、議案書の４ページをお開

きください。 

まず、第１条に規定をしております趣旨なんですけれども、この趣旨といたしましては、与謝

野町として行わなくてはならない事務的なことを、これを条例で明文化したものでございます。 

次に、２条で、町において行う事務というのを規定しておりまして、８号からなっております。 

まず、順に説明をさせていただきますと、まず１号では、葬祭費の支給に係る申請書の受け付

けということであります。この葬祭費につきましては、広域連合では５万円ということに決まっ

てございますので、これの受付事務を行うということを規定しております。 

第２号につきましては、保険料の額に係る通知書の引き渡しということでございます。 

３号では、保険料の徴収猶予に係る申請書の提出を受け付けるというものでございます。 

４号では、保険料の徴収猶予の申請に係る、この京都府後期高齢者医療広域連合が行う処分に

係る通知書を、本人さんの方にお渡しするというものでございます。 

５号につきましては、保険料の減免に係る申請書の提出の受け付け、そして６号では、この減

免の決定されたものについてを、本人さんにお渡しするというものになっております。 

７号では、この申請書の受付業務なり、申請書の提出を受け付けるというものでございます。 

８号には、この事務に付随する事務を行うということになっております。 

これが、この町で行う事務ということで、規定をされております。 

次に、５ページをごらんください。このページの一番上に、保険料を徴収すべき被保険者とい

うのが規定されております。３条には、保険料の徴収は市町村が行うということになっておりま

して、その被保険者として対象者を明記をいたしております。１号から４号までありまして、

１号には、町に住所を有する被保険者等々、この３条でうたっております。 

次に、４条なんですけども、普通徴収に係る保険料の納期を規定いたしております。ほとんど

の方につきましては、保険料については年金でいただくという特別徴収の方法によりまして、保

険料を納付いただくわけなんですけども、年金のない方でありますとか、年金額が少ない方につ

いては、普通徴収でいただくということで、この普通徴収による納期を決めております。 

国民健康保険では、６月から翌年の３月までの１０期の徴収で１０期徴収をさせていただいて

おりますけれども、この後期高齢者医療制度では高齢者の課税データのやりとりでありますとか、

また、保険料の決定通知というのが、国保連合会から町の方が受けて、そして本人さんにお渡し

するというようなことから、かなり時間がかかるというようなことがございますので、大体の市

町村が、この納期は７月から翌年３月までの９期徴収ということで、徴収をさせていただくよう

に規定をさせていただいております。 
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続きまして、５ページの一番下から６ページにかけてなんですけども、この３項の中では保険

料の督促手数料の金額というのを規定させていただいております。これは１通につき１００円と

いうことを規定いたしております。 

続きまして、６条につきましては延滞金について、当該納付期限の翌日から納付の日までの期

間に応じて１４．６％などということで、１カ月たっていない場合については７．３％等と規定

されておりますが、こういった率でもって延滞料をいただくということを規定いたしております。 

次、７条につきましては、条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定めるということに

しております。 

次に、４章の罰則規定でございます。 

この８条では、正当な理由がなくて文書、その他の物件の提出、もしくは提示を命じられても、

これに従わず、また、職員の質問に対して答弁をしないとか、虚偽の答弁をした場合については、

１０万円以下の科料に処するということを規定しております。 

また、９条には、偽りその他の不正行為により保険料などの徴収を逃れた者に対しまして、そ

の徴収を逃れた金額の５倍に相当する金額を、科料として処するというようなことを規定いたし

ております。 

１０条には、さきに説明しました科料の額は、その情状によりまして町長が定めることとして

おりまして、納期限についても規定をいたしております。 

最後に、７ページの附則についてご説明を申し上げます。 

この条例につきましては、平成２０年４月１日から施行するということになっております。 

次に、２番目に、納期の特例を規定いたしております。 

ご承知のとおり社会保険の被扶養者であった方につきましては、制度開始の４月から９月まで

は保険料を払ってもらわなくてもいいということになっておりまして、また、１０月から翌年

３月までについては、本来納めていただく保険料の均等割の１０分の１相当額を支払っていただ

くということになります。そういった方に対する特例として、その方々については納期限が

１０月１日から３月３１日までの６期というようになっております。 

以上、大変簡単なんですけれども、条例についての説明とさせていただきます。 

なお、京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の内容につきましては、昨

年１１月２７日に全員協議会の中で議員の皆さん方にお配りしております、第１回京都府後期高

齢者医療協議会資料と、そして、第２回の京都府後期高齢者医療協議会の資料をお渡しをしてお

りますので、きょうお配りしております条例については、大体その中に網羅されておるというよ

うなことがございますので、いま一度その資料を参考にしていただきたいというように思います。 

最後に、この後期高齢者医療制度につきましては、京都府下統一した考え方で事務を行わなく

てはならないということでありますので、取り扱いのマニュアルを早急にそれぞれの市町村に交

付するように申し入れをしておりますけれども、現在のところまだ来ておりません。 

しかし、町民の方々に対する対応のほとんどが、先ほど申し上げましたように町が最前線で行

わなくてはならないということになっております。対応や相談につきましては、役場の職員が誠

心誠意、対応してまいりたいというように思っておりますので、ご理解いただきたいというよう

に思います。 
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以上、大変長い説明となりましたが、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願

いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案については、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第８ 議案第１１号 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例及び与

謝野町教育委員会委員長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを

議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１１号、与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例及び与謝野

町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、昨年決定いたしました行政改革大綱に基づき、職員の給与費

削減策の一環として、町長、副町長及び教育長の給料について、期末手当の算定の基礎となる給

料の月額については現行のまま据え置くものの、毎月の給料の月額を一律５％カットするために

必要な規定を、それぞれの条例の附則に新たに加えることが主な内容でございます。 

ご案内のとおりこの行政改革大綱では、平成２０年度からの５年間に、総額２０億円もの歳出

削減を行うこととなっておりまして、特に職員定数の削減とともに、職員給与の抑制を具体的な

検討課題として示されておりますので、今回の改正は、まず私たち特別職の職員が率先して給与

費の削減を行うこととして、このようにご提案を申し上げた次第でございます。 

これらの改正によります削減効果につきましては、およそ１００万円を見込んでおります。ま

た、この後ご提案を申し上げます職員の給与に関する条例と、特殊勤務手当に関する条例の一部

改正、また、職員の退職に伴う不補充による効果を合わせますと、平成１９年度の当初予算との

比較では、およそ総額１億３，３００万円の削減効果を見込んでおります。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 私は先ほど与謝野町教育長委員長と申し上げましたが、誤りでございました。与

謝野町教育長の給与でございました。おわびして訂正をいたします。 

本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第９ 議案第１２号 与謝野町職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題

とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１２号、与謝野町職員の給与に関する条例の一部改正について、提案理由

のご説明を申し上げます。 

今回の与謝野町職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、昨年、与謝野町として策

定しました行政改革大綱に基づき、職員の給与費削減策の一環として、また、平成２０年度の時

限措置として、職員の給料を一律３％カットするために必要な規定を、条例の附則に加えること

が主な内容でございます。 

今回の改正は、職員組合からの同意を得るには至っていないものの、歳出の徹底した削減とと
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もに職員数の削減を図る中で、職員にも応分の痛みをお願いすることは避けては通れないものと

判断し、このようにご提案を申し上げた次第でございます。 

以上のほか、この改正案の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご

審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） ただいま町長から本案の概要説明がありましたので、引き続き、与謝野町職員の

給与に関する条例の一部改正について、その概要をご説明申し上げます。 

議案資料の７ページをお開きください。与謝野町職員の給与に関する条例新旧対照表と題する

資料でございます。 

この中で条例の附則に、新たに第１５項として、平成２０年４月１日から１年間、この条例の

第３条から第６条までの給料に関する規定と、平成１９年７月から改正いたしました給与構造の

見直しの際に導入されました、減給保障の規定による額に３％を掛けた額をカットすることとし

ておりますが、期末勤勉手当の算出の際には、この一律カット前の給料の月額で計算した額とし

ております。 

この措置によりまして、期末勤勉手当については現在の給与月額といたしますが、毎月の給与

と、この給料を計算の基礎とします時間外勤務手当、休日勤務手当などの諸手当については、こ

の減額後の給料で計算して支給することとしております。 

なお、以上のほか、管理職手当につきましても、一律２０％のカットを実施することといたし

ておりますが、管理職手当の支給律につきましては、規則に委任されておりますので、この条例

改正案には規定をされておりません。 

この議案には、ほかに議案資料の３ページに、「近隣市町における給与抑制等の状況」と題す

る資料もつけておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

以上、与謝野町職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げました。 

よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１０ 議案第１３号 与謝野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１３号、与謝野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の与謝野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につきましては、昨年、与謝野町

として策定しました行政改革大綱に基づき、職員の給与費削減策の一環として特殊勤務手当制度

全般にわたる見直しを実施することとしております。 

今回の改正は、先ほどの職員の給与に関する条例の一部改正でも申し上げましたように、職員

組合からの同意を得るには至ってないものの、歳出の徹底した削減とともに職員数の削減を図る

中で、職員にも応分の痛みをお願いすることは避けては通れないものと判断し、このようにご提

案を申し上げた次第でございます。 
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具体的に改正の内容は、この後、担当課長から説明させますが、特殊勤務手当制度本来の支給

の要件であります著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務として、これらの要件に照らし

て見直しを行い、真に必要な業務に限って支給することに改めようとするものでございます。 

以上のほか条例改正の詳細につきましては、この後、担当課長から説明させますので、よろし

くご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） ただいま町長から本案の概要説明がありましたので、引き続き、与謝野町職員の

特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、その詳細をご説明申し上げます。 

本議案の資料は８ページからでございますが、１１ページの「近隣市町における特殊勤務手当

の状況」と題する資料をお開きください。 

この資料の中で、左から順番に特殊勤務手当の種類、与謝野町の現行の額、今回の改正案とと

もに、近隣市町の状況を掲げておりますが、今回の改正は先ほどの町長の説明にもありましたよ

うに、特殊勤務手当制度の本来の支給要件であります、著しく危険、不快、不健康、または困難

な勤務として、真に必要な業務に限って支給することに改めようとするものでございます。 

具体的に廃止を予定しております手当として、現在、税務課職員に対して支給しております徴

税事務、社会福祉業務に従事する職員で精神病者を護送した場合、次に、保健診療所の関係では

Ｘ線照射、医師の往診、看護や薬剤業務、また、感染症の防疫作業、それにし尿処理と火葬場で

の事務。それから前後いたしますが、それからし尿の手数料の徴収に係る手当、動物の死骸処理

に従事する職員に対する特殊勤務手当について、廃止することとしております。 

以上、与謝野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてご説明申し上げました。

よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１１ 議案第１４号 与謝野町特別会計条例の一部改正についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１４号、与謝野町特別会計条例の一部改正について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

本条例改正は、平成２０年４月１日から新たに後期高齢者医療の経理を開始するために、後期

高齢者医療特別会計を追加するものでございます。 

条例を改正することについては、地方自治法第９６条の規定により、議会議決を経て定めるこ

ととされておりますので、議会に提案し承認を求めるものでございます。よろしくご審議いただ

き、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１２ 議案第１５号 与謝野町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題と

します。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１５号、与謝野町国民健康保険税条例の一部改正について、提案理由のご
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説明を申し上げます。 

この条例改正は、健康保険法等の一部改正する法律、及び国民健康保険法施行令が平成２０年

４月１日から施行されることに伴い、関係する条文について所要の改正を行うものでございます。 

まず、１点目は、国保税の納付方法について、原則６５歳以上の高齢者だけの世帯の場合に限

り、年金から天引きによる特別徴収をさせていただくというもので、本年１０月から実施してい

く予定であります。 

次に、２点目は、国保税の賦課基準について今の医療分、介護分に加えて、後期高齢者医療支

援分を追加するというものでございます。これは後期高齢者医療制度が創設されたことに伴って、

若い世代の各医療保険者から支援金を拠出することとなったためでございます。これにより賦課

限度額の見直しや、従来の保険税率を変更させていただきたいと考えております。 

なお、今回の改正税率につきましては、予算上の医療給付等の支払ができるように、補助金等

の特定財源を除いた後の国保税で賄う必要がある金額を確保するために、必要な税率として仮算

定したものであります。 

特に２０年度は、制度改正初年度ということもあり、新たな交付金や負担金等の見積もりが極

めて困難ということもありますので、新年度に入ってから前年度の所得の申告と、実際に数値が

固まってきた段階で、再度、調整させていただく必要が生じるのではないかというふうに考えて

おります。こうした場合には、６月の時点で税率改定をお願いすることになるというふうに思い

ますので、お含みいただいて、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

特に合併からこの２年間は、税率を引き上げずに基金の取り崩しで対応していますが、国保運

営上の適正な基金残高という点ではぎりぎり、もしくは若干不足するような事態になっておりま

すので、どうしても今回は見直しをさせていただかなければならないものと考えております。 

次に、３点目としましては、後期高齢者医療制度の導入によって国保資格が失われ、国保税の

軽減基準から外れている場合が想定されますが、こうした状況をいわば既存権として確保しなが

ら、資格喪失となっても今後５年間は、引き続いて資格があるものとみなすといった激変緩和措

置が講じられるものであります。 

さらには低所得者への税軽減措置の中で、これまでは申請によって軽減してきましたいわゆる

２割軽減を、申請しなくても軽減できるようにするというものでございます。 

以上のほか詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） それでは国保税条例の改正につきまして、詳細説明を申し上げたいというように

思います。 

概要につきましては、今町長が説明したとおりでございます。私の方からは説明といたしまし

て、この議案資料に基づきまして説明をさせていただきますけれども、この資料の１３ページか

ら２９ページにかけまして、新旧対照表をつけております。このように大変たくさんありますの

で、３０ページにこの要点をまとめておりますので、この３０ページの資料に基づきまして説明

をさせていただきます。 

まず、この一番上の１番目なんですけども、平成２０年１０月から６５歳以上の高齢者のみで



－24－ 

構成される世帯に係る国保税を、年金天引きにより特別徴収するということが書いてございます

けども、もう少し詳しく申し上げますと、これは６５歳以上で、国保の場合ですので７５歳未満

ということで、後期高齢者の方はもう含まないということで、とりあえず６５歳から７４歳の方

だけで国保に加入されている世帯の方について、ことしの１０月から年金天引きをさせていただ

くというものでございます。 

本来は普通徴収なりでいただいとったんですけども、この６５歳以上７４歳の方であっても、

年金をお受け取りになられてるというような観点がございますので、こういった世帯については、

その範囲の中の世帯主さんに課税させていただいて、そして世帯主さんの年金から保険料をいた

だくと、このような方法で改正をさせていただくというものでございます。 

次に、２番目なんですけども、第２条の国保税の賦課基準の追加ということで、先ほど町長が

申し上げておりましたけれども、国保税につきましては従来、医療分と介護分の２本立てで課税

をさせていただいてたわけなんですけども、今回、新たに後期高齢者支援金が発生してきますの

で、それを追加させていただきまして、この追加によりまして医療分、介護分、そして後期高齢

者支援分の３本立てで、国民健康保険税を課税させていただくということになります。 

この２の②の中に、この改正にあわせて各賦課基準の限度額を変更、追加ということがござい

ます。医療分につきましては、現在、最高限度額なんですけども、５６万円を４７万円に引き下

げをいたします。そのかわりに後期高齢者支援金分として今までゼロであったものが、１２万円

を限度額とさせていただく。そして介護分といたしましては、現在の限度額が９万円ということ

でございますので９万円いただくと、このようになってきます。 

したがいまして、この３つなり２つ、今までの最高賦課限度額といいますのが６５万円であっ

たものが、今回の改正によりまして６８万円、所得の高い方については３万円余分にご負担をい

ただくというような改正になっております。 

次に、３番目の国保税率の改正でございます。 

まず、①の医療分につきましては、ここに明記しておりますので所得割額につきましては、

６．２％から４．８％に引き下げをします。資産割は２７．８％から２５．７％に、均等割は

２万９００円から１万９，８００円に、平等割は１万９，７００円から１万７，４００円にそれ

ぞれ引き下げをいたします。 

２番目の後期高齢者支援金分につきましては、先ほど言いましたように新たに賦課をさせてい

ただく項目でございまして、所得割１．８％、資産割９．１％、均等割７，１００円、そして平

等割が４，２００円を課税させていただくことになります。 

③番目の介護納付金につきましては、ここに書いてございますように、現行の率を若干引き上

げさせていただくというような改正でございます。 

この保険料につきましては、平成２０年度に必要な医療費でありますとか高齢者支援金、そし

て介護納付金として納めていかなければならない経費に対しまして、国庫金でありますとか府補

助金、そして町からの一定ルールに基づいた繰入金を除いた残りの分についてを、保険税として

課税をさせていただくということで算定をいたしております。しかしながら、平成２０年度にお

いては、国保に加入いただいておりました７５歳以上の高齢者の方がすべて国民健康保険から脱

退し、後期高齢者医療制度に変られるというようなことやら、こういった大きな改正がある中で
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あって今回提案をさせていただいておりますので、現在申告を受け付けておりますけれども、申

告等の数値が固まった段階で一度計算をさせていただいて、そして当初予算で計上させていただ

いております予算額と大きく乖離するような場合につきましては、先ほど町長が申し上げました

ように、税率の見直しをさせていただく場合がございますので、そのあたりよろしくお願いいた

します。 

最後に、４番目なんですけども、後期高齢者の創設によりまして激変緩和措置について、説明

をさせていただきます。 

まず、①なんですけれども、７５歳以上の国保加入の方につきましては、先ほど言いましたよ

うに４月から高齢者医療制度に変っていかれます。今、５割軽減でありますとか２割軽減につき

ましては、その加入していただいてる世帯員さんによって、軽減させていただく課税の限度額が

変わってまいります。しかしながら、７５歳以上になって後期高齢者医療制度の方に変っていか

れますと、この国保としての世帯員が減ってきます。減ってきたらその減った人数で賦課限度額

が、今までは人数が多かったから高いところまで減額を受けられたんですけども、人数が減るこ

とによって軽減を受けられる額が低くなってきます。 

このように人数が減ることによって、軽減が受けられる所得金額が落ちてくるというようなこ

とがございますので、後期高齢者に行かれたことによってこういうことにならないように、同じ

ように今まで後期高齢者に行かれた方も、軽減を受ける上で人数がおられたという高い金額でも

って、その範囲内は軽減を受けられるというようなことを規定いたしたものでございます。 

最後に、②なんですけども、後期高齢者医療制度への移行により、単身世帯となる世帯割の半

額を軽減するというものでございます。今見ていただいている資料のちょっとあちこちいたしま

すけれども、新旧対照表がございますけれども、この１４ページの右側の枠の中の下から９行目

あたりに、国民健康保険の被保険者に係る世帯平等割額というのが書いてございまして、その下

に第５条の２というとこがあります。 

その１号の中に、特定世帯というのがございます。この特定世帯というのが、今回、軽減をさ

せていただくということになりますが、簡単に言いますと、今まで５０歳の方と７４歳の方と

２人その世帯におられました。そして１人が後期高齢者によってポッと変わられることによって、

国保としては単身世帯になったような場合があります。この方について、この世帯割を半額に減

額するというものでございます。 

なぜかと言いますと、これは基本的な考え方としまして、国保でも世帯割をいただき、後期高

齢者に行かれた方につきましても、所得割と均等割と後期高齢者では払われるんですけども、こ

均等割の中には一定、この世帯にかかる相当分の金額も入ってますよという感覚から二重に、国

保の方も世帯割を払い、後期高齢者に行かれた方についても世帯割を払うというようなことがあ

りますので、こういった軽減を図るという意味から、国保の分の方についての均等割を半額にす

るという、こういう制度改正です。 

これについても一律に、２分１にとかいうことに落ちるんでなしに、変られたときからの月割

りで、変更させていただくというように改正をさせていただくというものでございます。先ほど

言いましたこの２点については、激変緩和措置で保険者の方については、有利な制度として規定

をいたしております。 
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以上、条例上につきましては、先ほどから申し上げておりますように、大変多くの項目を改正

させていただいておりますが、この要点につきましては、先ほど説明しました３０ページの要点

で整理しましたものが、もうほとんどでございますので、ページとしては新旧対照表で本当に多

くのページが載っておりますけれども、この概要についての要点に基づいて、改正されるという

ものでございます。 

大変長々と説明させていただきましたけれども、よろしくご審議いただきまして、ご承認いた

だきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１３ 議案第１６号 与謝野町立幼稚園設置に関する条例の一部改正についてを

議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１６号、与謝野町立幼稚園設置に関する条例の一部改正について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

この条例改正は、昨年１２月に学校教育法の一部改正が行われ、その中で学校の規定順が変更

され、今までの小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園という順が、発達段階に合わせて幼稚

園が最初に規定され、続いて小学校、中学校、高等学校、大学という順になりました。 

この法律改正に伴い幼稚園は、学校教育法第７７条及び第７８条において規定されておりまし

たものが、第２２条及び第２３条に条番号が変更されましたので、本条例におきましても関係部

分の条番号の一部改正を行うものでございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１４ 議案第１７号 与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例の一部

改正についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１７号、与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例の一部改正に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

この条例改正は、先ほどの議案第１６号の与謝野町幼稚園設置条例でもご説明申し上げました

ように、学校教育法の一部改正に伴って条番号に変更が生じましたので、この条例の第２条第

３号において、大学院について規定しております現行の学校教育法第６２条を第９７条に変更し

ようとするものでございます。 

ちなみに、この学校教育法が昨年１２月２６日に施行されております関係で、この条例の附則

において、適用日を同日からと定めるものでございます。 

以上、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１５ 議案第１８号 与謝野町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正につい

てを議題とします。 
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提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１８号、与謝野町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

この条例改正は、平成２０年４月１日から現行の老人保健法が後期高齢者医療制度に改変され

ることに伴い、現行の条例において老人保健法を根拠とする条文に変更が必要となってものでご

ざいます。 

また、高齢者の自己負担の見直しや医療費の適正化が求められる中で、１８歳から２０歳まで

の大学生等にかかる医療費の自己負担についても見直すこととしたものでございます。 

以上のほか詳細につきまして、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご

承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） それでは福祉医療の支給に関する条例の一部改正について、説明をさせていただ

きます。 

説明させていただきますのは、資料の３３ページをお開きください。３３ページに新旧対照表

をつけております。 

まず、第２条の改正でございますけれども、先ほど町長の説明にもございましたように、老人

保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことによりまして、該当部分を改正する

ものでございます。 

次に、３号の改正について報告をさせていただきます。 

高齢者の自己負担の見直しや医療費の適正化が求められております中で、母子、父子の福祉医

療の対象につきましても、１８歳を超え２０歳までの大学生と専門学生について、今回見直しを

させていただくということでございます。 

ご承知のとおり京都府の母子の制度につきましては、支援時も１８歳以下ということにしてお

りますけれども、与謝野町では町の制度としまして、父子の方でありますとか、また、１８歳を

超え２０歳までの大学生、盲学校、聾学校、専修学校の方に対し医療費を助成をさせていただい

ておりますが、今回、１８歳を超え２０歳までの大学生の専修学生につきましては、福祉医療の

対象外として見直させていただくものでございます。 

ただし、盲学校でありますとか聾学校に在学される場合につきましては、今までどおり福祉医

療の対象とさせていただきます。 

以上、ご審議いただきまして、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１６ 議案第１９号 与謝野町老人医療費の支給に関する条例の一部改正につい

てを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第１９号、与謝野町老人医療費の支給に関する条例の一部改正について、提

案理由のご説明を申し上げます。 
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この条例改正は、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改変され、平成２０年４月

から施行されるに伴い、現行の条例において老人保健法を根拠としております条文について変更

が必要となったことから、所要の改正を行うものでございますが、老人医療費の支給自体に影響

するものではございません。 

以上、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１７ 議案第２０号 与謝野町国民健康保険条例の一部改正についてを議題とし

ます。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第２０号、与謝野町国民健康保険条例の一部改正について、提案理由のご説

明を申し上げます。 

この条例改正は、健康保険法等の一部を改正する法律が、平成２０年４月１日から施行される

に伴い、関係する条文について所要の改正を行うものでございます。 

まず１点目は、医療機関での窓口負担について、３歳未満は２割負担としていましたが、これ

を小学校就学前までに拡大し、７０歳以上の高齢者の窓口負担を１割から２割に引き上げるとい

うものでございます。この高齢者の窓口負担の引き上げは、国の予算措置によって１年間は制度

を凍結する予定でございます。 

次に、２点目ですが、任意給付の葬祭費について、現在は１万７，０００円を支給しておりま

すが、後期高齢者医療制度との整合性を図ることから、これを５万円に引き上げることとしてお

ります。 

次に、３点目は、平成２０年度から始まる特定健康診査、特定保健指導について、保健事業の

中に明記させていただくものでございます。 

詳細については、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承認いただき

ますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） それでは国保条例の一部改正につきまして、詳細説明をさせていただきます。 

議案資料の３５ページから３７ページにわたりまして、新旧対照表をつけておりますけれども、

３８ページに改正の要点をつけておりますので、この資料に基づきまして説明をさせていただき

たいというように思います。 

まず、１番目の①でございますけれども、現在３歳未満の方に対する国保での負担金というの

は、負担率につきましては２割ということでありますけれども、この年齢を小学校就学前まで引

き上げるということで、この３割負担だったのを２割負担ということに改正をさせていただきま

す。 

しかしながら与謝野町では、もう既に中学校まで医療費の助成を行っておりますので、今回の

改正によりまして、この負担金が上がったり下がったりするというものではございません。 

次に、②に７０歳以上７５歳未満の方につきましては、一定所得の方を除いて一部負担金は

１割であったものを、今回の改正によりまして２割に引き上げるものでございます。ただし、こ
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の方に対する引き上げにつきましては、国の財政措置によりまして、平成２１年３月３１日まで

の１年間、凍結されることになります。したがいまして、本人の負担はこれまでどおり１割負担

で診療を受けていただくということに変わりはございません。 

しかし、この１割の減額については、先ほど言いましたように国の財政措置により補てんされ

るというものでございまして、町条例の中で１割にするということはうたっておりません。これ

は本来、２割いただくということになって、国の方が１割分を補てんするというイメージになっ

ております。 

したがいまして、町の方の国保が支払うお金といいますのは、前は１割の負担金を除いた９割

相当分を請求があったわけなんですが、４月からについては本人の負担が１割分と、国の助成金

１割分とを除いた８割相当分が、町の国保に請求されるということで、国保会計としては若干楽

になってくると、このようなことになります。 

次に、２番目の葬祭費の改正でございます。葬祭費につきましては、現在１万７，０００円を

支払っておりますが、これの金額については、京都府下で一番低い金額で、さらには、ことしの

４月から始まる後期高齢者医療制度においては５万円ということに決まりましたので、そういっ

たことの整合性を図る意味から、葬祭費についても５万円に引き上げるというものでございます。 

次に、３番目の特定健康診査、特定保健指導の実施ということでございますけれども、新しく

国民健康保険でこの特定健診等を実施していかなければなりませんので、そういったことを条例

上きちっと規定するものでございます。 

以上、詳細説明とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１８ 議案第２１号 与謝野町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正に

ついてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第２１号、与謝野町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

平成１８年度から平成２０年度を計画期間とする、第３期介護保険事業計画の第１号被保険者

の介護保険料については、平成１７年度の税制改正の影響を受けて介護保険料が大幅に上昇する

被保険者に対し、平成１８年度及び平成１９年度の２年間について、激変緩和措置を講じてきた

ところでございますが、介護保険法施行令等の一部改正する政令が公布され、平成２０年度も市

町村の判断で継続することができることになりましたので、当町でも引き続き激変緩和措置を実

施するため、条例の一部を改正を行うものでございます。 

条例の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承

認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） 町長から条例改正の趣旨説明がございましたので、改正案の詳細につきましてご

説明申し上げます。 
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議案資料の３９ページの新旧対照表をお開きください。 

平成１７年度の地方税法の改正により、６５歳以上の老年者の非課税限度額が廃止されたこと

に伴いまして、町民税の非課税世帯から課税世帯に、あるいは本人に町民税が課税されることに

なったため、介護保険料が大幅に上昇する被保険者に対し、附則の第３条で、平成１８年度及び

１９年度における保険料率の特例を規定し、激変緩和措置を講じてきましたが、これを平成

２０年度まで延長し、附則の第３条第３項として、１９年度と同額の保険料に据え置く条文を追

加するものでございます。 

次に、議案資料の４１ページをお開きください。 

この資料は平成１８年度から２０年度の所得段階区分別の介護保険料でございまして、改正前

は税制改正により所得段階が第４段階、または第５段階に上昇する被保険者につきまして、激変

緩和措置として税制改正が行われていなかったとした場合の所得段階の保険料との差額について、

１８年度は３分の２を、１９年度は３分の１を減額し、２０年度で本来の保険料を納付していた

だくことにしておりましたが、引き続き２０年度も差額の３分の１を減額しますので、改正後の

２０年度保険料は第１段階から第７段階まで、すべて１９年度の保険料と同じ額になります。 

激変緩和措置の対象者は、第１号被保険者の１３．７％、９６２名でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１９ 議案第２２号 与謝野町一般廃棄物処理施設条例の一部改正についてを議

題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第２２号、与謝野町一般廃棄物処理施設条例の一部改正について、提案理由

のご説明を申し上げます。 

町内から排出されます資源ごみにつきましては、旧３町に分散していました集積所を、作業効

率向上を目的として、合併と同時に旧与謝クリーンセンター跡地１カ所にまとめて、露天にて保

管していました。合併と同時にストックヤードを建設する必要があったわけですが、国庫補助金

の交付の前添えとなる循環型社会形成推進計画の策定に時間がかかることから、１年遅れの平成

１９年度で整備することで、地元明石区の皆様にもご理解をいただいているところでございます。 

本年２月末をもって施設が完成したことから、条例名を「与謝野町一般廃棄物処理施設条例」

から「与謝野町一般廃棄物処理及び保管施設条例」に改正した上で、今回新設しましたストック

ヤード、瓶保管ヤード各１棟と、旧与謝クリーンセンターの事務所でありました建物１棟を管理

棟として、この条例に追加するものでございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第２０ 議案第２３号 与謝野町障害者グループホーム・ケアホームの指定管理者

の指定についてから、日程第２３ 議案第２６号 大内峠一字観公園の指定管理者の指定につい

てまで、以上、４件を一括議題とします。 

提案説明を求めます。 
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太田町長。 

町  長（太田貴美） 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者の指定に

つきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

議案第２３号は、与謝野町障害者グループホーム、ケアホームの管理運営を行う指定管理者と

して、非公募により社会福祉法人よさのうみ福祉会、理事長、廣瀬公二を指定するため、議案第

２４号は、与謝野町障害者就労継続支援施設の管理運営を行う指定管理者として、非公募により、

社会福祉法人よさのうみ福祉会、理事長、廣瀬公二を指定するため、また、議案第２５号は、与

謝野町地域農産物等活用型交流施設の管理運営を行う指定管理者として、非公募により社会福祉

法人よさのうみ福祉会、理事長、廣瀬公二を指定するため、議案第２６号は、大内峠一字観公園

の指定管理者の管理運営を行う指定管理者として、非公募により大内峠一字観公園管理運営委員

会、委員長、堀口達郎を指定するため、ご提案申し上げるものでございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第２４ 議案第２７号 与謝野町道路線の認定についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第２７号、与謝野町道路線の認定について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

認定します路線につきましては、旧町時代に民間宅造業者から寄附を受けている路線、町の分

譲宅地造成工事に伴い整備を予定している路線、及び町の道路改良工事によりバイパス区間がで

きたことにより認定漏れとなっていた旧道部分の路線について、認定をするものでございます。 

詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 町道路線の認定について、町長の提案理由につきまして、その詳細について説明

をさせていただきます。 

町道の認定につきましては、新町になりますまでに合併協議の中で、新たな路線の認定につい

てということで一定基準を設けております。それにつきましては、通り抜けができる道路につき

ましては、幅員を４メートル以上確保すること。それから、通り抜けができない道路については、

いわゆる行き止まりの道路については、幅員は６メートル以上確保していただく。あるいは行き

止まり部分に、直径８メートルのいわゆるＵターンゾーンを設置していただくということを条件

に、町道認定をするという基準を定めました。 

しかしながら、合併以前の旧町時代には、それぞれの町で認定基準が一定まとまっておりませ

んでしたので、新町における新たな町道認定については基準を設定しましたが、旧町時代の路線

認定に、３町域でそれぞれ別の考え方がありましたので、それがちょっと中途でとどまっとる部

分があります。今回それを精査しまして、新たな町道として認定し、道路台帳をこの際整理した

いという思いで提案をさせていただいております。 

先ほど町長が言いましたように、２０本認定があるわけですが、そのうち議案資料を見ていた
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だきますと、議案資料でいいますと５１ページから２０路線についての認定をお願いしたいとい

うことです。このうち５１ページには図面番号１の堂谷１号線というのがありますが、それから

６３ページ、図面番号１３の、これは三河内地域の３２号線という線まで１３本につきましては、

旧野田川地域で、いわゆる民間の宅造業者から道路敷地として寄附を受けたものの、管理につい

ては当事者でやっていただくという形で、いわゆる寄附を受けただけと、町道の認定はしてない

という路線がありました。しかしながら、実際的にはもう除雪にも入っておりますし、あるいは

側溝等の補修についても区等の要望があり、補修している部分もあるということがありますので、

この際この１３路線については、新町の町道路線として認定をして道路台帳に上げ、しっかりし

た整備、管理をしていきたいという思いであります。 

旧町の野田川地域では、いわゆる通り抜けのできない道路については町道認定できないという

ことで、宙ぶらりんになっておった部分であります。 

それから６４ページの図面番号１４番から６７ページの図面番号１７番までの路線につきまし

ては、旧加悦地域の路線でありまして、旧町時代に旧加悦町におきましては町道認定をすること

を前提に、町道認定基準を旧町の認定基準によって民間の宅造業者に整備をしていただき、寄附

を受けた路線でありまして、今回の路線認定において認定したいという考えのものでございます。 

それから６８ページの図面番号１８につきましては、与謝野町で造成を進めております三河内

の大同分譲宅地造成工事に伴いまして、路線認定をしていきたいという部分でございます。これ

については２０年度に分譲宅地の造成工事をしていきたいというふうに考えております。 

それから６９ページ、図面番号１９番と７０ページの２０の路線につきましては、旧加悦町域

で平成１０年度に町道滝桜内線ということで、リフレ、あるいは工芸の里、それから道の駅に、

ぐるっと１周する路線について改良工事を実施しましたが、この改良工事の実施によりまして、

旧道で残った部分が２カ所あります。これについて新たな改良道路を認定をしておりましたが、

旧道部分の路線についてが認定漏れとなっていたということがありましたので、この２線につい

ては、滝桜内線の支線の１号、２号線ということで、今回認定をお願いしたいということで、提

案をさせていただいておるものでございます。 

以上、よろしくご審議賜りまして、ご承認をいただきますようにお願いを申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

ここで昼食休憩に入りたいと思います。 

ただいまちょうど１２時でございますので、午後の再開は１時３０分から再開をいたしますの

で、ただいまから昼食休憩に入ります。 

それでは休憩します。 

（休憩 午後０時００分） 

（再開 午後１時３０分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第２５ 議案第２８号 与謝野町道路線の廃止についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第２８号、与謝野町道路線の廃止について、提案理由のご説明を申し上げま
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す。 

府道の改良に伴い、道路が府道敷内に取り込まれた路線、及び公園整備、ほ場整備によります

一般交通の用に供する必要がなくなった路線について、廃止をするものでございます。 

詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 町道路線の廃止について、その詳細について説明をさせていただきます。 

初めに、この議案第２８号の町道路線の廃止３路線、直接的に言いますと２９号の変更につき

ましても、先ほど認定のときにお願いをいたしました、合併に伴い道路台帳の整理をする中で、

既にもう一定の条件があって廃止すべきもの、あるいは変更すべきものというのが、旧町時代に

もう既に原因としてはあったということなんですが、その手続が漏れていたということで、今回

の新町になってからの調査でわかりましたので、この際、町道台帳を整理したいということで、

上げさせていただくものでございます。 

議案資料７１ページが、廃止路線の図面番号でいいますと１番、口上ケ線、これは旧加悦の香

河地域の奥の方なんですが、府道につきまして新たにバイパスで府道路線の宮津野田川線の改良

によりまして、バイパス道路ができております。この町道につきましては、その府道の敷地内に

取り込まれたということがありますので、町道としては、この際、廃止をさせていただくという

手続をしたいというふうなものでございます。 

それから次ページ、７２ページの図面番号２番、蛭子山線ですが、この路線につきましては加

悦の古墳公園、蛭子山古墳に入っていく里道を昭和５６年当時に町道認定をし、将来、整備が必

要だろうということで町道認定しております。 

ただ、その後、古墳公園として整備ができましたので、これをあえて町道認定をしながら道路

を管理していくということも必要なくなったということになりましたので、蛭子山線としての町

道としては、廃止をさせていただくというものでございます。 

それから７３ページの図面番号３番、亀岡線、これは加悦地域の金屋の大江山運動公園からい

いますと、運動公園のグラウンドから見て北側になるわけですが、小倉山という地域があります。

ここに民家が何軒かあるわけですが、その民家の前の河川に、消防水利用の道路としてついてお

ったもんなんですが、それにつきましてはほ場整備事業が入ったことによって、土地の形状が変

わりまして、代替の道路ができたということがありましたので、その路線を廃止するということ

でございます。 

手続的には、旧町時代に整理すべき廃止議案ですが、この際の整理をお願いしたいということ

で、ご承認いただきますように、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第２６ 議案第２９号 与謝野町道路線の変更についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第２９号、与謝野町道路線の変更について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 
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バイパスを新設したため位置を変更した路線、認定当初は整備計画もありましたが、現在は整

備計画もない里道程度の路線、及び国道の新設に伴い一部道路が国道敷内に取り込まれた路線に

ついて、起終点の変更をするものでございます。 

詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承認いた

だきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 町道路線の変更について、その詳細について説明をさせていただきます。 

先ほどの廃止議案と同じように、一定原因としては旧町時代にあったわけですが、合併により

ます道路台帳の整理によりまして、新たに変更点が見つかったということで、この際、変更をさ

せていただきたいというお願いでございます。 

議案資料７４ページ、図面番号１番ということで三合池線、これは変更前も後も同じ三合池線、

これは野田川の石川地域にあります三合池団地の町営住宅を昭和６２、３年度に建設事業を行っ

ております。その中で、既存の里道程度の現道にかえまして、バイパス道を設置しましたので、

完成の時点で行うべき町道編入などの手続が、現在までできておりませんでした。今回、路線の

位置を変更するものでございます。 

図面からいいますと、実線の矢印のように変えたい。点線部分についてをなくして変更がした

いということですから、変更前につきましては終点が小字のコンヤジ３０１７番の２番地先から、

石川小字三合池３０１１－３番地先に変更をする。延長につきましては、１９３．２メートルを

１７５．４メートルに変更するということでございます。 

それから７５ページ、図面番号２番につきましては、変更前につきましては大門桑小線、それ

を変更後につきましては、大門大代線ということに変更したい。 

これにつきましては、明石地域にあります道路なんですが、実線の矢印から点線の矢印先まで、

これも昭和５６年４月に町道認定をし、後の整備をするということで認定をしたわけですが、現

実的には他の道路の整備等も含めて、この点線部分が必要なくなったということになりましたの

で、しかしながら実線部分は、民家の間もありまして使ってますので実線部分を置き、点線部分

をなくしていくということで、終点の変更をさせていただくというもんでございます。変更後に

つきましては大門大代線で、終点が明石の桑小グラウンド地先から明石小字大代１８５７番地先、

延長につきましてば２８４．７メートルから５６メートルに変更するというものでございます。 

それから図面番号３につきましても、これは町道明石の桑飼小学校の下の日吉ケ丘の分譲宅地

あたりですが、同じような形で昭和５６年当時に町道認定をしながら、道路改良の計画を持った

ということになるんですが、これはなかなか進んでないということと、特に道路改良の必要がな

くなったということがありますので、ほとんど里道程度の道ということになりますが、これにつ

いても終点の変更をして、延長を変えたいということでございます。 

変更前につきましては、終点は大呂谷の２０３８の１番地先から明石の馬場の２１７８の２番

地先まで、３３３．６メートルを３６．５メートルに変更したいということでございます。 

それから図面番号４ということで、７７ページ、これは変更する路線、変更前につきましては

寺田明石線ということで、古墳公園の前から府道の温江加悦線の先までなんですが、町道認定を

しておりまして、これにつきましては国道１８６号バイパスの下になりましたので、府道温江加
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悦線から古墳公園までの間についてはバイパスと重複したということで、これをなくしていくと。

その先、府道温江加悦線から南側に１０５メートルあるわけですが、これについては民家のそば

に道路もありますので残していくということで、変更前については寺田明石線、変更後について

は石郡という地域ですので、石郡線に変えていくということでございます。これについては、起

終点を変更するという形になります。 

変更前につきましては、明石の小字藤野中田から温江の小字石郡５１２番地先までの

８３３．７メートルでしたが、変更後につきましては、石郡線ということで、温江の小字石郡の

５１３番地先から５１２番地先の１０５．３メートルに変更させていただきたいということでご

ざいます。 

道路の廃止、変更については、残った部分があったということで、今回、合併してからの調査

でわかったということで時期をずらしております。大変申しわけないというふうに思っとるんで

すが、この際の整理にさせていただきたいということでございますので、よろしくご審議賜りま

して、ご承認いただきますようにお願いを申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第２７ 議案第３０号 与謝野町と宮津市との間の廃棄物処理に係る事務の委託に

関する規約の変更についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３０号、与謝野町と宮津市との間の廃棄物処理に係る事務の委託に関する

規約の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。 

与謝野町のごみ処理につきましては、地方自治法２５２条の１４の規定により規約を定め、宮

津市に委託しています。この規約では、ごみ処理にかかる委託費用の負担基準を明記しており、

平成１８年３月１日の合併によりこの基準を見直す必要が生じましたが、調整に時間を要し今日

に至っていました。 

このたび宮津与謝広域廃棄物処理協議会においてようやく協議が整いましたので、平成１９年

度分の委託費より変更しようとするものですが、規約改正につきましては、地方自治法の規定に

より議会の議決が必要となっていますので、用語改正も含め今議会への提案となったものでござ

います。 

なお、改正の内容につきましては、２月６日の全員協議会で説明させていただいたとおりでご

ざいます。よろしくご審議をいただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第２８ 議案第３１号 宮津与謝消防組合規約の変更についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３１号、宮津与謝消防組合規約の変更について、提案理由のご説明を申し

上げます。 

この規約の変更は、宮津与謝消防組合を組織する地方公共団体の分担金の算出方法を、関係市

町の地方交付税の消防費に係る基準財政需要額の比率により算出した額で分担していたものから、
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関係市町が均等割で１割、人口割で９割の割合によって歳出した額で分担することに変更するこ

ととして、規約第１３条の組合の経費の支弁の方法について、所要の改正を行うものでございま

す。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第２９ 議案第３２号 平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第５号）を議題

とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３２号の平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第５号）について、ご

説明申し上げます。 

今回の補正は、３，２１３万９，０００円を減額し、総額を１０３億５，８９７万

４，０００円とするものでございます。 

まず、歳出から、主なものについてご説明申し上げます。 

２８ページから２９ページをお開き願います。 

最初に、全科目共通ですが、おのおのの事務事業の実績見込みから不用となります経費につき

まして、減額させていただいております。 

平成１９年度の本予算を計上させていただく時点で、与謝野町として初めての決算となる平成

１８年度の実績が確定しておりませんでしたので、内容によっては見込額を正確に見積もること

ができないものもございましたので、多くの不用額が発生しておりますことについて、ご理解を

いただきますようお願いいたします。 

２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費では、職員人件費で退職手当組合特別分

担金を１，７００万９，０００円追加いたしております。本年度末に、勧奨退職により退職する

職員８名分の退職手当組合への特別負担金でございます。 

３０、３１ページの５目、財産管理費では、財産取得管理業務で土地取得特別会計繰出金を

６９万円減額いたしております。これは後ほど、土地取得特別会計でもご説明いたしますが、土

地開発公社による用地の先行取得の時期や、府職員住宅、金屋工業団地分の繰上償還などにより、

利子相当分を減額いたしたものでございます。 

そのほか与謝野町役場管理事業を初め施設一般管理事業等で不用額を見込み、財産管理費総額

で２０９万８，０００円減額いたしております。 

３２ページ、３３ページの１０目、情報システム費は、電算システム管理運営業務を４０６万

４，０００円追加いたしております。 

これは平成２０年度から実施されます７５歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度で、社

会保険の方々について６カ月間凍結することとなったため、それらに対応するためのシステム改

修が必要となりますので、委託料４７０万４，０００円を追加するものでございます。 

１４目、地域交通対策費は、野田川駅整備事業を工事費の実績から９０万７，０００円減額い

たしております。また、北近畿丹後鉄道利用促進対策事業を９８万４，０００円減額しておりま

す。ＫＴＲの赤字対策に対する経営対策基金拠出金を１８０万９，０００円減額する一方で、鉄
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道軌道近代化設備整備事業費補助金８２万５，０００円追加いたしております。 

次に、３８、３９ページの３款、民生費、１項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費では、社

会福祉協議会活動助成事業を３２４万３，０００円追加いたしております。これは社協にお願い

をしております福祉有償運送事業、いわゆる移送サービスの事業につきまして採算が合わない状

況となっており、その経費として補助金を追加するものでございます。 

国民健康保険特別会計繰出金は、総額で５２４万３，０００円追加いたしております。 

直診勘定への繰出金が診療所の収支見込みから６５０万円追加するものでございます。 

与謝野町地域福祉空間整備事業では、ＮＰＯで加悦奥地域に整備これております小規模多機能

居宅介護拠点の整備事業費の実績から、同交付金を１，０００万円減額いたしております。 

社会福祉費一般経費は、介護保険特別会計繰出金を含め６８万１，０００円追加いたしており

ます。 

２５節、積立金の地域福祉振興基金積立金では、寄附金分として１０万円積み立てることとし

ております。これは後ほど歳入でもご説明申し上げますが、地域福祉の振興に役立ててください

とのご意向でいただきました寄附金を、そのまま積み立てさせていただくものであります。 

次のページにかけての２目、障害者福祉費は、各障害者福祉事業を実績見込みから、総額で

１５３万円追加いたしております。 

４０ページから４１ページにかけての３目、高齢者福祉費でも障害者福祉費と同様、各種サー

ビス事業や敬老会の実績により、総額で４６１万７，０００円追加いたしております。 

この中で、老人医療助成事業は、老人医療並びに重症老人健康管理事業にかかりますシステム

改修が必要になったことから、１３節委託料を２３３万９，０００円追加いたしております。 

また、高齢者福祉費一般経費では、２８節、繰出金を３００万円追加いたしております。しか

し、これは老人保健特別会計で医療給付費等の増加により、負担割合から繰り出すものでありま

す。 

４２、４３ページの２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務費では、児童手当支給業務を

２９０万円減額いたしております。各給付分とも実績見込みから減額するものでございます。 

２目、児童福祉施設費では、保育所管理運営事業では保育所のパート保育士の雇用実績から、

７節、賃金を２８６万７，０００円減額いたしております。 

また、次のページにかけての広域入所運営事業は、広域入所者が当初見込みより少なかったこ

とから、２０４万７，０００円減額いたしております。 

次に、４４、４５ページの４款、衛生費、１項、保健衛生費、１目、保健衛生費総務費では、

地域医療確保奨励金貸付事業を３０万円追加いたしております。さきの１２月補正で追加補正を

お世話になりましたが、京都府の方で貸付者の確保をされた結果、不足が生じてまいりましたの

で、今回、初めて追加させていただくものでございます。なお、結果的に５名の医師が対象とな

っております。 

２目、予防費は、各保健事業の見込みから減額し、総額で６２４万９，０００円減額いたして

おります。これは当初に６戸分を見込んでおりましたが、実際には１戸の申請でありましたので、

不用額を減額するものでございます。 

４６から４７ページの２項、清掃費は、各事業の実績や今後の見込みから追加あるいは減額し、
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清掃費総額で３２１万３，０００円追加いたしております。 

なお、一般廃棄物処理委託事業の１９節、負補交では、宮津市に委託しております広域処理の

期間延長に伴い、地元波路地区への自治振興負担金を７１万２，０００円追加いたしております。 

次に、４８ページから５１ページにかけての６款、農業水産業費、１項、農業費、３目、農業

振興費では、各事業の実績や今後の見込みから追加あるいは減額などで、総額で１１９万

９，０００円減額いたしております。 

この中で５１ページの省エネルギー型農業機械等緊急整備対策事業は８０万８，０００円追加

いたしております。国の緊急施策として平成１９年度のみの新規事業でございまして、原油価格

の高騰を受け、省エネルギー型田植機を購入されます農事実行組合に対し、補助金を交付させて

いただくものでございます。よって、全額が京都府の補助対象となっているものであります。 

４目、農地費は、農業用施設管理事業を工事の入札減により１８６万９，０００円減額いたし

ております。 

次の５２、５３ページの農業集落排水特別会計繰出金は、２２１万５，０００円追加いたして

おります。後ほど特別会計でもご説明いたしますが、温江地区で実施されております農業集落排

水について、国、府から前倒しして事業進捗をするようにとの協議があり、翌年度事業費分の一

部を追加することに伴い、拠出金を追加するものでございます。 

２項、林業費、２目、林業振興費は、林道等整備事業を９６８万１，０００円減額いたしてお

ります。 

１９節、負補交で、丹後縦貫林道リフレッシュ事業負担金を、当町が負担する事業費の割合に

応じて減額いたしております。 

次に、５４、５５ページの７款、商工費では、総額で１，６７１万７，０００円減額しており

ます。各種商工業施策や観光施策で実績による不用額、あるいは今後の見込みから、追加あるい

は減額いたしております。 

次に、５８、５９ページの８款、土木費、１項、土木管理費、１目、土木総務費は、土木総務

費一般経費で、急傾斜事業負担金を２１１万円追加いたしております。これは京都府で実施いた

だいております石田地区の急傾斜地崩壊対策事業の事業費が増額することにより、その２０％を

負担するものでございます。 

２項、道路橋梁費、２目、道路維持費で、除雪対策事業を４２８万９，０００円追加いたして

おります。今回の補正予算をまとめる時点での除雪経費を追加しているもので、その後に必要と

なりました除雪経費につきましては、予備費で対応したいと考えております。 

次のページへかけての３目、道路新設改良費は、道路新設改良事業で明石香河線道路改良工事

などの補助事業で、本年度の事業費を京都府と調整するとともに、単独事業についても事業費を

精査し、測量設計委託料、また、補助事業に係る事務費も調整し、総額で３３９万円減額いたし

ております。 

３項、河川費、３目、河川改良費は、補償金を３９６万２，０００円減額いたしております。

野田川の災害助成補助金事業として、京都府が町を経由して遺跡の維持管理補償金を、地元の管

理組合に交付するものですが、実績によりまして減額いたしております。なお、歳入でも同額を

減額いたしております。 
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５項、都市計画費、２目、公共下水道費は、下水道特別会計繰出金を特別会計の収支見込額か

ら３００万円減額いたしております。 

次に、６２、６３ページの９款、消防費は、各事業の実績や今後の見込みから追加あるいは減

額するなど、総額で７３万３，０００円減額いたしております。 

次に、１０款、教育費は、特に申し上げるものはございませんが、６８から７１ページにかけ

ての５項、社会教育費、４目、文化財保護費の伝統的建造物群保存対策事業で、伝統的建造物群

保存修理補助金を、実績により１０４万１，０００円減額するなど、そのほかは学校管理費や社

会教育事業費などの実績と今後の見込みから、教育費総額で１５万９，０００円追加いたしてお

ります。 

１３款、予備費は、２４４万４，０００円追加し、調整しております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１６、１７ページをお開き願います。 

１款、町税、１項、町民税は、個人の現年課税分が賦課の見込みから所得割、均等割、合わせ

て１，７０９万２，０００円追加いたしております。 

２項、固定資産税、１目、固定資産税は、現年課税分で償却資産が増額見込みとなる一方、土

地と家屋が減額見込みとなり、総額で５３７万円減額いたしております。 

４項、町たばこ税は、実績見込みから７１５万円追加いたしております。 

６款、地方消費税交付金は、交付決定により１，５６１万９，０００円減額いたしております。 

１１款、分担金及び負担金、２項、負担金、２目、民生費負担金は、各保育料の見込みから総

額で９１８万９，０００円減額いたしております。 

次のページにかけての１２款、使用料及び手数料は、１項、使用料を総額で１，２９７万

６，０００円減額いたしております。これは各施設の実績によるものですが、中でもクアハウス

岩滝入館料が１，３８６万８，０００円と見込みよりも大きく減額となっております。 

１３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金は、総額で１８０万円減額

いたしております。先ほどの歳出てご説明いたしました児童手当の実績によるものなどでござい

ます。 

２項、国庫補助金は、１目、総務費国庫補助金で、合併市町村補助金を５００万円追加いたし

ております。これは追加申請しておりました知遊館南駐車場の用地購入について、追加内示があ

ったことによるものでございます。 

２目、民生費国庫補助金、２節、高齢者福祉費補助金は、歳出で申し上げました後期高齢者医

療費制度のシステム改修に係る補助として、後期高齢者医療制度円滑導入事業費補助金を

４７０万４，０００円追加いたしております。 

１４款、府支出金、１項、府負担金、１目、民生費府負担金は、総額で１４１万４，０００円

減額いたしておりますが、先ほどの国庫負担金と同様であります。 

２０、２１ページの２項、府補助金は、歳出での事業費の増減により各種補助金を整理すると

ともに、京都府の未来づくり交付金の内示により追加するなど、総額で６，２５４万

４，０００円追加いたしております。 

２２、２３ページの３項、委託金は、総額で３８６万２，０００円減額いたしております。主
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なものとしましては、１目、総務費委託金、２節、徴収費委託金で、府民税徴収事務委託金を実

績により３６２万４，０００円減額いたしております。 

次に、２４、２５ページの１６款、寄附金は、社会福祉費寄附金を１０万円追加いたしており

ます。歳出の地域福祉振興基金積立金でも申し上げましたように、福祉事業に活用していただけ

ればとのことで、薮後の上田肇様から寄附をいただいたものでございます。この場をお借りしま

して、厚くお礼を申し上げたいというふうに存じます。ありがとうございました。 

次に、１７款、繰入金は、１項、基金繰入金、１２目、地域福祉振興基金繰入金は、先ほどの

歳出てご説明いたしました地域福祉空間整備事業の交付金充当分として、同額の１，０００万円

減額いたしております。 

１９款、諸収入、３項、貸付金元利収入、３目、商工費貸付金元利収入は、商工業者資金融資

預託金を歳出て減額しており、同額の１，３００万円を減額いたしております。 

雑入は、総額で３０８万円減額いたしております。主なものにつきましては、クアハウス岩滝

の物品等売上収入と、先ほど歳出でご説明いたしました野田川災害助成補助事業補償金の減額と

なっております。 

次に、２６、２７ページの２０款、町債は、総額で５，４４０万円減額いたしております。 

１目、総務債の野田川駅整備事業債は、先ほど歳入の福祉補助金でご説明いたしましたとおり、

京都府の未来づくり交付金の対象となりましたので、町債を減額し調整させていただいておりま

す。 

また、８目、教育債の知遊館南地域振興課整備事業債についても、合併市町村補助金が交付さ

れることになったことにより、減額調整いたしております。その他の町債につきましては、歳出

での事業費の変動によるものでございます。 

なお、１１ページに、第３表、地方債補正を計上し、同額を廃止あるいは変更しております。 

また、１０ページには、第２表、繰越明許費を計上いたしております。 

保育所耐震診断調査事業では、３月中に判定委員会の開催ができないため、やむを得ず繰り越

しとすることとし、また、その他の道路改良事業や阿蘇シーサイドパーク整備事業などでは、地

元調整に時間を要したことから、他の事業と競合などの理由により翌年度へ繰り越すことといた

しております。 

以上が、平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第５号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３０ 議案第３３号 平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第

５号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３３号の平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第５号）につ

いて、ご説明申し上げます。 

今回の補正は１，０６０万円を減額し、総額を９億８，２７万５，０００円とするものでござ

います。 
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まず、歳出から主なものについてご説明申し上げます。１４ページから１５ページをお開き願

います。 

１款、総務費、２目、財政管理費は、福祉支出金の追加によりまして、同額の３０万

３，０００円を減債基金に積み立てるものでございます。 

２款、維持管理費は、１１節、需用費、修繕料で漏水等突発修繕料を４５０万円追加するなど、

総額で２９１万２，０００円追加いたしております。 

３款、改良費は、１５節、工事請負費を、２，０００万円減額いたしております。これは明石

香河線道路改良工事の進捗状況によりまして、導水管の布設替工事を翌年度に先送りすることと

なり、１，０００万円減額しているものでございます。そのほかは、工事の入札減や精査による

ものでございます。 

また、与謝簡易水道、三河内簡易水道につきまして、用地取得に時間を要したなどの理由によ

りまして、年度内に完成することができなくなり、翌年度に繰り越して実施することとし、６ペ

ージに第２表、繰越明許費を計上いたしております。 

１７節、公有財産購入費は、８４０万円追加いたしております。三河内簡易水道整備などの土

地購入費の減額のほか、旧野田川の平成１１年度と１２年度に丹後地区土地開発公社で取水井掘

削調査を行った１，５８３万円を償還するものでございます。これで土地開発公社への償還は、

すべてなくなりました。 

５款、予備費は、２２１万５，０００円減額し、調整いたしております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１２ページから１３ページをお開き願います。 

１款、使用料及び手数料は、実績から今後の見込みを立て、４２５万円追加いたしております。 

２款、国庫支出金、１目、簡易水道補助金は、事業の精査等により１，２４３万５，０００円

減額いたしております。 

７款、諸収入は、消費税還付金が１，５０８万６，０００円の追加となったものなど、総額で

１，５２８万２，０００円追加いたしております。 

８款、町債は、それぞれ事業費精査によりまして、総額で１，８００万円を減額しております。 

なお、６ページの第２表、地方債補正を計上し、同額を変更しております。 

以上が、平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第５号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３１ 議案第３４号 平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第４号）

を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３４号の平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第４号）につい

て、ご説明申し上げます。 

今回の補正は１，９１５万４，０００円を減額し、総額を２０億７，４８９万１，０００円と

するものでございます。 
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まず、歳出から主なものについてご説明申し上げます。１４から１５ページをお開き願います。 

２款、維持管理費は、１９節、負補交で、宮津湾流域下水道事業排水負担金が確定しましたの

で、公共下水道で４７万６，０００円の減額、特定環境保全公共下水道で６３０万５，０００円

を追加するなど、決算見込みにより総額で２万５，０００円減額いたしております。 

３款、事業費、１目、公共下水道建設事業費は、国の内示の増額により前倒しで事業を行うこ

ととし、公共下水道事業は１８０万円、特定環境保全公共下水道事業は３，８２０万円を追加い

たしております。事業が年度内には完了いたしませんので、翌年度に繰り越して実施することと

し、６ページに第２表、繰越明許費を計上しております。 

２目、流域下水道事業費は、１９節、負補交で宮津湾流域下水道事業建設費負担金を、事業費

の確定によりまして１，９３１万２，０００円減額いたしております。 

５款、予備費は９，０００円減額し、調整いたしております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１２ページから１３ページをお開き願います。 

３款、国庫支出金は、国の内示の増額によりまして１，５００万円を追加しております。 

５款、繰入金で、一般会計繰入金を３００万円減額し、調整いたしております。 

７款、諸収入は、消費税還付金が確定しましたので、３５５万４，０００円追加いたしており

ます。 

８款、町債は、歳出でご説明させていただきましたように、公共下水道事業と特定環境保全公

共下水道事業の増額により、また、流域下水道事業負担金の減額により調整いたしております。 

また、７ページに、第３表、地方債補正を計上し、同額を変更いたしております。 

以上が、１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第４号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３２ 議案第３５号 平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３５号の平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）

について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は２，３２３万円を追加し、総額を１億６，１５０万１，０００円とするものでご

ざいます。 

まずは、歳出のについてご説明申し上げます。１４、１５ページをお開き願います。 

３款、事業費は、１２月定例会でもご説明させていただきましたが、今回さらに府の内示の増

額によりまして、２，３２３万円追加いたしております。事業が年度内に完成しませんので、翌

年度へ繰り越して実施することとし、６ページに第２表、繰越明許費を計上いたしております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。 

３款、府支出金は、府の内示の増額によりまして、１，１６１万５，０００円追加いたしてお
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ります。 

５款、繰入金は、２２１万５，０００円を一般会計から繰り入れることとし、調整いたしてお

ります。 

８款、町債は、事業費の増額に伴いまして９４０万円追加いたしております。 

なお、７ページに第４表、地方債補正を計上し、同額を変更いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３３ 議案第３６号 平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第

４号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３６号の平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、事業勘定では１，０８３万２，０００円を追加し、総額を１９億８，９０２万

２，０００円とするものでございます。また、サービス事業勘定は４２１万６，０００円減額し、

総額を１，２６９万４，０００円とするものでございます。 

まず、事業勘定の歳出から、主なものについてご説明申し上げます。１４ページから１５ペー

ジをお開き願います。 

１款、総務費、１項、総務管理費は、介護保険料激変緩和措置の継続等に伴います事務処理シ

ステム改修経費を４７９万８，０００円追加いたしております。 

３項、介護認定審査会費は、認定審査会の回数が見込みより少なかったことなどによりまして、

８節、報償費で、委員等謝礼を２３５万円減額し、また、認定申請件数も見込みを下回ったとこ

ろから、７節、賃金で調査員賃金を、１２節、手数料で主治医意見書料を、それぞれ減額してお

ります。 

２款、保険給付費は、給付見込みにより増額や減額を計上いたしております。 

１８から１９ページの３款、地域支援事業費、１項、介護予防事業費は、総額で６１万

１，０００円減額いたしております。これは高齢者の運動教室などの実施回数の減によるもので

ございます。 

２項、包括支援事業任意事業費は、２０、２１ページの１３節、委託料で、給食サービス事業

委託料を実質見込みにより１３０万円減額いたしております。 

７款、予備費は、１，１０９万９，０００円追加いたしております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１０ページから１１ページをお開き願います。 

１款、保険料は、収入見込みにより２０１万円追加いたしております。 

３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、４目、介護保険事業費補助金は、歳出でご説明させて

いただきました、介護保険料激変緩和措置の継続等によりますシステム改修費の補助金を６１万

７，０００円計上いたしております。 
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そのほかにつきましては、交付決定見込額などにより、追加あるいは減額をし、調整いたして

おります。 

以上が、事業勘定でございます。 

次に、サービス事業勘定の説明をさせていただきます。歳出の３２ページから３３ページをお

開き願います。 

２款、事業費では、サービス計画策定件数が見込みより少なかったため２５４万６，０００円

減額いたしております。 

３款、予備費は、１６７万円減額し、調整いたしております。 

次に、３０から３１ページの歳入をお開きください。 

１款、サービス収入は、歳出てご説明させていただきましたように、サービス計画策定件数が

少なかったため、１目、居宅介護サービス計画費収入を７２０万８，０００円減額いたしており

ます。また、訪問リハビリテーション費収入は、実績見込みによりまして、追加及び減額をいた

しております。 

３款、繰越金は、前年度繰越金を２７５万６，０００円計上いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第４号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３４ 議案第３７号 平成１９年度与謝野町土地取得特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３７号の平成１９年度与謝野町土地取得特別会計補正予算（第１号）につ

いて、ご説明申し上げます。 

今回の補正は６９万円を減額し、総額を１５９万２，０００円とするものでございます。

１２から１３ページの歳出をお開き願います。 

２款、公債費は、丹後地区土地開発公社支払利子を６９万円減額いたしております。これは町

道浄土線用地等の先行取得をした時期が遅かったことや、繰上償還したことによる利子の減によ

るものでございます。 

同様に、１０ページから１１ページの歳入で、２款、繰入金、１項、一般会計繰入金を６９万

円減額いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町土地取得特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３５ 議案第３８号 平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３８号の平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
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について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、事業勘定では３，４６４万４，０００円を追加し、総額を２７億２，９１４万

２，０００円とするものでございます。また、直営診療所勘定は３４０万円追加し、総額を

８，９９３万６，０００円とするものでございます。 

まず、事業勘定の歳出からご説明申し上げます。１２ページから１３ページをお開き願います。 

１款、総務費は、医療保険制度改正によりまして、平成２０年４月から前期高齢者の方の自己

負担割合が、１割から２割に引き上げられることになっておりますが、それを１年間凍結する決

定がなされたため、それに伴う電算プログラム変更委託料を８９万８，０００円追加するもので

ございます。また、国保事務処理システムのバージョンアップの経費も６３万円追加いたしてお

ります。 

２款、保険給付費は、これまでの実績から今後見込みを立て、１項、療養諸費では

２，９７１万９，０００円、２項、高額療養費では、７６６万２，０００円の増額をいたしてお

ります。 

４項、出産育児諸費は、被保険者の出産件数の減によりまして６３０万円減額いたしておりま

す。 

５款、共同事業拠出金は、決算見込みにより１２５万５，０００円追加いたしております。 

１０款、予備費は、２０万２，０００円追加し、調整いたしております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１０から１１ページをお開き願います。 

４款、国庫支出金は、１項、国庫負担金は、交付申請額に合わせて４，０５１万円減額いたし

ております。 

歳出の保険給付費は、多額の増額を計上しているにもかかわらず、国庫負担金が減額となって

おりますのは、４月から１０月までの保険給付の実績から年間分を試算の上、国庫負担金が交付

されるためであり、１１月以降の医療給付費がかなり伸びているための減少でございます。もち

ろん１１月以降の変動分につきましては翌年度に精算され、交付されるものであり、２項、国庫

補助金は、歳出てご説明させていただきました、前期高齢者の自己負担割合の引き上げを凍結す

るプログラム変更に対しましての補助金を計上いたしております。 

７款、共同事業交付金は、交付見込みにより５２９万８，０００円追加いたしております。 

９款、繰入金、１項、一般会計繰入金は、出産育児一時金の減額に伴いまして、負担割合の

３分の２の４２０万円を減額いたしております。 

また、健康づくり事業や国保運営事業に、府の未来づくり交付金の内示を受けましたので、一

般会計で受け入れ、その分を１９１万５，０００円、事務費分を１０２万８，０００円、それぞ

れ繰り入れるものでございます。 

２項、基金繰入金につきましても財源不足を調整するため、財政調整基金から４，０００万円

を繰り入れるものでございます。 

次に、直営診療所勘定につきまして、ご説明をさせていただきます。２４ページから２５ペー

ジの歳入をお開き願います。 

１款、診療収入は、これまでの実績から収入見込みを立て、３１０万円減額いたしております。 
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６款、繰入金では、一般会計繰入金から不足分４４７万８，０００円と、診療所の屋根改修や

下水道接続工事に対しまして、府の未来づくり交付金の内示を受けましたので、２０２万

２，０００円を一般会計から繰り入れております。 

次に、２６ページから２７ページの歳出ですが、２款、医業費で、医薬材料費を３５０万円追

加いたしております。 

４款、予備費で、１０万円減額し、調整いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３６ 議案第３９号 平成１９年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第

４号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３６号の平成１９年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第４号）につ

いて、ご説明申し上げます。 

今回の補正は５，２７４万円を追加し、総額を２４億６，６７８万２，０００円とするもので

ございます。 

まずは歳出からご説明申し上げます。１２から１３ページをお開き願います。 

１款、医療諸費は、給付見込みの増加により、１目、医療給付費を５，０００万円、３目、高

額医療費を２７４万円追加いたしております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１０ページから１１ページをお開き願います。 

１款、支払い基金交付金から４款、繰入金まで、歳出の給付見込みに合わせ負担割合により追

加いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第４号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３７ 議案第４０号 平成１９年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第４０号の平成１９年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号）につい

て、ご説明申し上げます。 

今回の補正は３万円を追加し、総額を８９５万６，０００円とするものでございます。１０か

ら１１ページをお開き願います。 

４款、財産収入で、立木売払収入を３万円追加いたしております。 

これは緑資源機構の分収造林事業により、温江財産区と滝財産区の契約地において、今年度、

計画的な利用間伐施業を実施し、伐採した間伐材の売却により、分収割合に得て応じた収入でご
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ざいます。 

次のページの歳出て、同額をそれぞれ財産区へ、販売金交付金として計上しております。 

以上が、平成１９年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第３８ 議案第４１号 平成１９年度与謝野町水道事業会計補正予算（第３号）を

議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第３８号の平成１９年度与謝野町水道事業会計補正予算（第３号）について、

ご説明を申し上げます。 

今回の補正は、収益的収支並びに資本的収支の補正でございます。 

まずは、収益的収支からご説明申し上げます。５ページから６ページをお開き願います。 

収益的収入は、１款、水道事業費用、１項、営業費用、１目、原水及び浄水費で、決算見込み

によりまして７９万８，０００円減額いたしております。 

また、５目、減価償却費では、２８節、有形固定資産税減価償却費を、償却額の確定によりま

して７９７万６，０００円追加いたしております。 

６目、資産減耗費は、配水管布設替延長によりまして２４９万４，０００円追加いたしており

ます。 

２項、営業外費用では、消費税を決算見込みによりまして５６万６，０００円を追加いたして

おります。 

次に、７から８ページの資本的収支についてご説明申し上げます。 

資本的収入は、１款、資本的収入、２項、分担金で、下水道特別会計からの補償工事分担金を

５２０万円減額いたしております。 

また、１款、資本的支出、１項、建設改良費につきましては事業費の確定によりまして、上水

道配水管布設工事費を４３６万４，０００円、下水道関連配水管布設替工事費を５２４万円、そ

れぞれ減額いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町水道事業会計補正予算（第３号）の概要でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

ここで休憩をいたします。２時５０分まで暫時休憩いたします。 

それでは休憩します。 

（休憩 午後２時３５分） 

（再開 午後２時５０分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に、日程第３９ 議案第４２号 平成２０年度与謝野町一般会計予算から、日程第５１ 議

案第５４号 平成１９年度与謝野町水道事業会計予算まで、以上、１３件を一括議題とします。 

提案説明を求めます。 
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太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第４２号から５４号までの平成２０年度与謝野町一般会計予算ほか１２件の

予算について、一括して提案説明いたします。 

予算の調整及び議決は、地方自治法第２１１条第１項の規定により、普通地方交付団体の長は

予算を調整し、議会の議決を経なければならないとされており、議会は地方自治法第９６条の規

定により、予算を定めることについて議決しなければならないとされております。 

よって、地方自治法の規定により本予算を議会に提出し、議決を求めるものでございます。 

平成２０年度当初予算は、合併後３年目の予算であるとともに、私の任期の折り返しの年度と

なる予算でもございます。今回、本予算を編成するに当たりまして、さきの１２月議会にお配り

させていただきました「平成２０年度予算編成について」のとおり、昨年１１月１４日に予算編

成方針を示しました。 

その中で、平成１９年度に策定しました第１次与謝野町総合計画に掲げます事業の推進、また、

与謝野町行政改革大綱の目標達成に向けての行政改革の取り組みを最大のテーマに位置づけ、行

政の効率化を図りながら住民の目線での行政を推進すること、新町の一体感の醸成が図れる事業

に取り組むこと、新たな事業を展開するだけではなく既存事業や懸案事業の再検討を等を行い、

スクラップ・アンド・ビルドの考え方を基本に事業にめり張りをつけること、持続可能な発展と

なるよう、限られた財源の中で住民との協働を基本に町政を推進しながら、効率的でかつ効果的

に住民の皆さんの負託にこたえる、そうした予算になるよう指示し、予算作業を進めてまいりま

した。 

また、行政改革の第一歩として、まずは内部経費の削減を行うこととし、特別職給与を５％、

一般職給与を３％抑制のほか、各種手当の見直しを行いました。また、事務事業の見直しを行う

とともに、職員の退職に伴う補充を抑えるなど人件費の抑制に努めることとしております。 

議員の皆様もご承知のとおり、地方行政を取り巻く状況は年々厳しさを増し、住民への情報開

示による協働のまちづくりを求められております。 

国ではそのような中で、平成１９年度決算から実質赤字比率、連結実施赤字比率、実質公債費

比率及び将来負担比率の４つの健全化判断比率を公表することを義務づけおりますので、それら

の比率にも十分目を配りながら、今後の事業執行、財政運営に努める必要がございます。そして、

未来を担う子供たちに住みよい地域を、今行政を預かっている私たちが責任を持って引き継げる

よう、持続可能な予算となることを基本にしたいというふうに考えております。 

まず、予算の総額でございますが、一般会計の総額は１００億９，０８０万円でございまして、

平成１９年度予算と比較いたしますと２．１％、２億１，７２３万円の減となっております。ま

た、そのほかの１１の特別会計を合わせた総額は、１８７億７，１０１万５，０００円でござい

まして、前年比６．３％、１２億７，０６５万２，０００円の減となっております。 

また、昨年までは別冊としておりました水道事業会計も、本年度から予算書の一番後ろにまと

めさせていただいております。 

一般会計は昨年の当初予算に比べ２．１％の減額となっておりますが、性質別に見てみますと

主な減額内容は、繰出金が２億１，５１４万８，０００円、人件費が１億４，７４４万

４，０００円、扶助費が１億８３５万９，０００円の減額に対し、主な増額内容は、補助費等が
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２億３２５万３，０００円、普通建設事業費が１億４３５万４，０００円などとなっております。 

また、主要事業財政分析等の資料を添付しておりますので、参考にごらんいただきたいと思い

ます。 

それでは平成２０年度予算の中身について、当初予算案資料の中に総合計画の実施計画から抜

粋いたしました、与謝野町当初予算概要を配付いたしておりますので、これに基づき概要をご説

明申し上げます。その資料は総合計画の基本計画で定めております基本目標、まちづくりイメー

ジ、施策方針にあわせて、各章、各節施策方針に沿ってまとめております。本表の右端に予算書

該当ページを書いておりますので、後ほど予算書と見比べていただければというふうに思います。 

まずは、全体的な事柄についてご説明いたしたいというふうに思います。表紙をめくっていた

だき、２ページの実施事業総括表をごらんいただきたいというふうに思います。 

この表は、次ページ以降に掲げてあります事業をまとめたものでございまして、各章、各節で

どのくらいの事業費であるかが一目でわかるようにいたしております。それらの事業を推進して

いく上で、税等の一般財源だけで事業はできませんので、国庫補助制度や府の補助制度、また、

使用料や負担金、事業によっては地方債を発行するなど、いわゆる特定財源を確保しながら事業

執行にということになりますので、それらの財源内訳がわかるようにいたしております。 

また、事業内容によっては、２つの施策方針に該当するものもございますが、何％で分けてい

るものや、歳計として掲げているものもございます。一方、現段階では内部的な調査研究や広報

の活用による事業啓発など、事業費が特に必要でないものについては、ゼロ予算事業として掲げ

ております。 

それでは、第１章から順番にご説明させていただきます。 

基本目標、第１章「安心と生きがいのある福祉のまちづくり」、まちづくりイメージ第１節

「子育てするならこのまちで」は、３ページから４ページになります。 

ここでの特徴的な事業といたしましては、３ページの上から４つ目の、妊婦健康検査費助成事

業を掲げております。これは妊婦健診をセットメニュー化し、５回までは無料で健診を受けてい

ただこうというわけであります。 

また、その下に自動体外式除細動機設置事業を掲げております。各保育園にＡＥＤを設置する

ものであります。平成１８年度に公共施設や学校には配備しており、平成２０年度は保育所と幼

稚園に設置することとしております。 

次に、第２節「いきいき、安心の笑顔が輝く」は、５ページ、６ページになります。 

個別の事業ではございませんが、介護が必要な高齢者を中心に介護保険予防事業の実施や、社

会福祉協議会に委託して実施しております配食サービスを継続することとしております。 

また、上から５つ目の与謝野町地域福祉空間整備事業は、平成１９年度補正予算で歳出をさせ

ていただきましたが、民間活力に期待し、ＮＰＯ等での福祉施策の拠点整備に対し、交付金をも

って助成させていただくものでございます。 

その下に、障害者福祉計画策定事業を掲げております。障害者の自立、社会参加を促進するた

めの計画を策定することとしております。 

次に、第３節「自らつくる元気なからだ」は７ページになります。 

ここは各種検診の無料実施やメタボリックシンドローム対策としての特定健診、保健指導を実



－50－ 

施します。 

次に、第４節「互いに安心を支え合う地域」は、８ページになります。 

ここでは各種団体への助成や、今後ますます必要となります福祉サービスを支える人材を確保

するため、資格取得などへの助成について内部検討をすることとしております。 

第１章の最後、第５節「男女が共に参画するまち」は、９ページになります。 

ここでは１９年度に策定しました男女共同参画計画を推進することとしておりますが、当面は、

さまざまな事業を有機的に結びつける男女共同参画の事業として実施することとし、事業の調整

や広報による啓発を進めることとしております。 

それでは、次に第２章「伝統を活かし未来にチャレンジする産業づくり」 

第1節「工夫して夢を広げる元気な農業」は、１０ページから１２ページになります。 

特徴的な事業としましては、１０ページの上から５段目の５つ目、６つ目に、自然環境農業推

進事業、京の米産地づくり事業を掲げております。与謝野町の特色ある農業を推進するための、

京の豆っこ肥料を使用した循環型農業や、京の豆っこ米をトップブランドとして付加価値を高め

る取り組みを進め、農業所得の向上の農業の推進を図りたいというふうに考えております。 

次に、第２節「１００年先の暮らしへつなぐ林業」は、１３ページになります。 

この中では、造林事業への補助や担い手確保のための支援、林業等の整備、維持、管理を実施

していくこととしております。 

次に、第３節「地域に貢献する元気な商工業」は、１４ページ～１６ページになります。 

ここでは既存の商工業振興施策を継続するとともに、新規創造補助制度の充実や人材育成補助

制度、新商品・新製品開発補助制度の創設など、頑張る商工業者の方々を支援するための制度を

充実することとしております。循環型経済を取得するため、新たな地域経済支援策を検討してい

くこととしております。 

次に、４節「織物の総合産地（製造から販売まで）」は、１６ページになります。 

ここでは低迷する丹後の織物業の活路を見出す織物技能訓練センターを初めとします施設を活

用した織物振興と、一方で、平成１９年度から丹後織物工業組合や近隣市町と共同で実施してお

ります「丹後ファッションウイーク」を継続して実施し、丹後から全国、世界への、そうした織

物の価値再生アピールをすることとしております。 

次に、第５節「地域資源に磨きをかけた観光交流」は、１７ページになります。 

ここでは一番上に、観光ビジョン策定事業を掲げており、既存の観光施設等の連携によるネッ

トワーク化やルート化など、また新たな観光の模索など、民間の方にも委員として参画いただき、

ビジョンを策定することとしております。 

第２章の最後、第６節「産業振興による雇用の拡大」は、１８ページになります。 

ここでは新規就労者支援事業や雇用促進奨励事業を継続することとしております。 

それでは、次に第３章「自然と安全を守るまちの基盤づくり」、第１節「美しい山、川、海、

空」は、１９ページになります。 

特徴的な事業としましては、一番上の地球温暖化防止実行計画策定事業を掲げております。 

これは地球温暖化対策の推進に関する法律により策定が義務づけられているもので、温室効果

ガス等の削減に向けての対策計画を定めるものであり、次に、第２節「ごみは資源にリサイク
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ル」は、２０ページになります。 

この中では、２つ目の環境保全対策事業を掲げ、ＢＤＦ燃料給油施設の整備や、ひまわり夢プ

ログラム事業の委託を実施することとしております。 

ＢＤＦ燃料とは、家庭で出ます廃食用油をリサイクルし、バイオディーゼル燃料として精製す

るもので、給油施設を整備し、公用車に使用していくこととしております。 

第３章の最後、第３節「災害に強い安心・安全なまちづくり」は、２１ページ、２２ページに

なります。 

ここでは自然災害や防災に対する事業を展開することとし、河川改修等による浸水対策や治山、

急傾斜対策の実施、また、個人家屋の耐震診断や改修に対する助成、消防資機材や環境の整備、

防災行政無線のデジタル化対応などを進めることとしております。 

それでは、次に第４章「快適でやすらぎのある生活環境づくり」、第１節「調和のとれた魅力

あるまち」は、２３ページになります。 

１つ目の土地利用計画策定事業は、旧町での土地利用等がまちまちでありましたので、与謝野

町としての土地利用がどうあるべきか多面的に模索し、秩序ある土地利用が図れるよう計画を策

定するものであります。 

また、一番下には分譲宅地造成事業を掲げておりますが、現在整備中の三河内地内の大道分譲

宅地を完了させるとともに、未売却となっています分譲宅地の早期の売却に努めることとしてお

ります。 

次に、第２節「うるおいのある暮らし環境」は、２４ページになります。 

この中では２つ目に、天橋立世界遺産登録事業を掲げております。平成１９年度に天橋立を世

界遺産にする会が発足しており、国への登録申請などを行っております。登録申請箇所は全国に

大変多くあり非常に難しく、また時間がかかるとは思いますが、この地域の特有の財産として、

住民みずからが守っていくという市民運動へと、ぜひとも展開できればと考えております。 

次に、第３節「行きたいときに行きたいところへ」は、２５ページになります。 

ここでは町道岩屋川線などの主要な町道の整備を進めることとしております。 

また、下から３つ目には、町営バス運行事業を掲げております。現在、地域公共交通会議にお

きまして、交通不便地域の日常生活移動手段として、町営バスの運行をどのようにすべきか検討

をいただいている状況でございます。 

次に、第４節「みんなをつなぐ情報ネットワーク」は、２６ページになります。 

ここでは一番上に掲げておりますように、有線テレビ拡張事業を進めることとし、地域情報化

計画を策定することとしております。地域格差の是正を図るとともに、新町の一体感の醸成に大

きな役割を果たすものと考えております。 

また、一方で、平成２３年７月からデジタル放送へ完全移行しますので、現在、野田川、岩滝

地域にあります難視聴地域の解消も含めた施策としております。 

次に、第５節「安全・豊富でおいしい水」は、２７ページになります。 

ここでは岩滝地域での上水道の整備や、加悦、野田川地域での簡易水道の整備を計画的に進め

るとともに、平成２８年度から簡易水道を廃止し、上水道へ統合することが国の施策として定め

られておりますので、統合へ向けての事業を推進することとしております。 
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次に、第６節「健康で、快適な生活環境」は、２８ページになります。 

ここでは公共下水道事業を計画的に推進するとともに、計画地域外における浄化槽の設置補助

を継続して行うこととしております。 

また、平成１９年度から進めております温江地区での農業集落排水事業を、引き続き推進する

こととしております。 

第４章の最後、第７節「安心・安全に暮らせる地域」は、２９ページになります。 

ここでは交通安全や防犯推進などの活動への支援を行うとともに、交通安全施設の整備を行う

こととしております。 

それでは、次に第５章「明日の人材を育てる教育文化のまちづくり」、第１節「地域と共に育

てる楽しい学校」は、３０ページ、３１ページになります。 

３０ページの１つ目の学校等を適正規模、適正配置検討事業は、学校のみならず保育所、幼稚

園も含めてそれらの適正規模、適正配置を、１年をめどに検討委員会を設置して検討していくこ

ととしております。 

また、学校等の耐震化を含めた施設整備を、計画的に推進するとともに、学力診断テストの実

施や情報教育の環境を整えることにより、教育内容の充実に努めることとしております。 

一方では、町内にも不登校の児童生徒が多くいることから、その対策として教育相談事業を継

続するとともに、加悦中学校に心の教育相談員を設置することとしております。 

次に、第２節「生涯にわたって成長する喜び」は、３２ページになります。 

ここでは生涯学習やスポーツ活動を幅広く展開していただくため、公民館や図書室などの整備

や充実を図るとともに、ふるさと人づくり基金を活用した人材育成事業の推進、社会体育団体へ

の支援を行うこととしております。 

次に、第３節「遊びは心の栄養源」は、３３ページになります。 

ここでは子供たちの健やかな成長、また、自立を応援する事業として、子供自然体験事業、い

わゆるサマーキャンプ事業を継続するとともに、与謝野町健全育成会への支援を行うこととして

おります。 

次に、第４節「地域から世界、世界から地域を考える」は、３４ページになります。 

ここではイギリスのアベリスツイスとの交流を、今後も引き続き深めていくとするほか、ＡＬ

ＴやＣＩＲなどによる英語の語学指導や、国際交流等を継続することとしております。 

次に、第５節「誇らしいふるさとの文化を守り、育てる」は、３５ページになります。 

ここでは文化協会への支援や、遺跡分布調査事業を計画的に進めるとともに、一番下に掲げて

おりますように、加悦地区の重要伝統建造物群保存修理事業を、継続して実施することにより、

ちりめん回廊の町並みの保全に努めることとしております。 

第５章の最後、第６節「一人ひとりを大切に」は、３６ページになります。 

ここでは人権講演の開催や人権相談を、引き続き実施していくこととしております。 

それでは、次に第６章「協働で進めるまちづくり」、第１節「効率的な行政運営」は、３７ペ

ージになります。 

冒頭にも申し上げましたが、行政改革の推進は必須の課題であり、計画的に、また確実に実施

していかなければなりません。 
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ここでは一番上に掲げておりますように、行政改革推進委員会への委員報酬のみとしておりま

すが、同委員会からも進行管理を明確にするようにと言われておりまして、どのようにして行政

改革をなし遂げていくのかをご説明していきたいと考えております。 

次に、第２節「みんなでつくる元気な地域」は、３８ページになります。 

自治区等が、みずからのまちづくりのため実施される事業に対し、コミュニティ事業助成を継

続して実施するとともに、自治会活動への支援や地区公民館の整備、活動の充実を支援すること

としております。 

第６章の最後、第３節「住民・地域・事業者・行政のパートナーシップ」は、３９ページにな

ります。 

ここでは京都府の地域リサイクル再生プロジェクトの活用による各種団体の育成、町政懇談会

や職員出前講座を開催することにより、住民の方々が一人でも多く行政参画していただける機会

づくりに努めていくこととしております。 

また、行政情報や議会情報を的確にお知らせするため、広報の充実に努めてまいることとして

おります。 

大変長い説明となりましたが、以上が、平成２０年度の予算の概要でございます。 

冒頭に申し上げましたように、平成２０年度の予算についても、持続可能な行財政を推進する

ことを大前提とした予算でございます。その中で、少しでも多く総合計画に掲げている事業が推

進できるよう編成いたしました。 

大変逼迫した非常に厳しい財政状況でありますが、住民の皆さんの協働がなければ、今後の行

政推進は成り立ちません。議員の皆さんにおかれましても与謝野町の将来像であります「水・

緑・空 笑顔かがやくふれあいのまちを」目指して、ともに頑張ってまいりたいというふうに考

えております。 

最後に、住民の皆さんに笑顔あふれるまちとなりますよう、渾身の努力を傾注する所存でござ

いますので、町民の皆様を初め議員の皆様方の深い理解とご協力をお願い申し上げまして、新年

度予算の提案説明とさせていただきます。 

なお、この後、各担当課長等から、予算の中身につきまして具体的な説明をさせますので、よ

ろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） それでは、これより各担当課長から細部説明を求めます。 

課長さんにお願いを申し上げますが、できるだけ簡潔に要領よく説明をお願いしたいと思いま

す。 

それでは、説明をお願いいたします。 

大下総務課長。 

総務課長（大下 修） それでは総務課関係から各課長が順次、所管の予算の概要につきまして予算書で

簡単にご説明を申し上げますが、会計別順、費目別順の説明とはなりませんので、ご了承をいた

だきますようお願いをいたします。 

まず、一般会計予算でございます。 

歳入でございますが、総務課関係、２２ページ、２３ページをお開きください。 

国庫支出金、国庫補助金の８目、消防費国庫補助金で、消防防災施設等整備事業補助金として、
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防火水槽４基設置分の補助金を計上しております。 

２６、２７では、府支出金、府補助金の８目、消防費府補助金で、地域防災力総合支援事業補

助金として、消防ポンプ自動車１台更新分の補助金を計上しております。 

次に、３８、３９ページからの歳出てございますが、議会費は議員報酬、職員人件費などが主

な経費でございまして、議会運営上必要な経費を計上しております。 

４２、４３ページからの総務費の一般管理費は、人件費が主な経費でございます。常勤の特別

職を含む職員の人件費でございますが、先ほど議案第１１号から１３号で提案させていただきま

した給与関連３条例の改正案に基づき計上いたしております。 

その他、例年の事務事業に要する経費や、４７ページに合併記念事業として町民憲章を広報、

周知する経費、４９ページでは、町の花木普及事業として、それぞれのシンボルデザイン制作経

費などを計上いたしております。 

５２、５３ページからの財産管理費は、３庁舎の維持管理、マイクロバス運行事業経費、普通

財産の維持管理費を計上しておりまして、１９ページでは１５節、工事請負費に、厚生会館解体

工事費を計上しております。この建物は岩滝地域にあり、現在、社会福祉法人京都府聴覚言語障

害者福祉協会に無償で貸与し、与謝郡聴覚言語障害者センターとして活用されておりますが、更

地にした後、同協会に有償で土地の貸し付けを行いたいとするものでございます。 

８２、８３ページからは選挙費でございますが、現在のところ予定されております選挙はござ

いません。 

８４、８５ページからは統計調査費用、８８ページ、８９ページからは監査委員費を計上して

おります。 

次に、飛びまして２３２、２３３ページからの消防費でございます。 

常備消防組合の負担金は、先ほど議案第３１号で提案させていただきました変更後の負担割合

で計上しております。非常備消防費の消防団活動運営事業では、隔年で開催されます京都府消防

操法大会等への参加経費も計上いたしました。 

また、昨年１２月に策定いたしました与謝野町消防施設等整備計画に基づき、団員の活動服を

統一支給する経費や、２３５ページ下段からの消防施設等整備事業の、２３７ページ、工事請負

費で、消火栓８基、防火水槽４基、備品購入費で、加悦第分団に配備する予定の消防ポンプ自動

車購入費を、また、２３９ページの中段では、デジタル防災行政無線を全町に拡充するべく、調

査業務委託料を計上いたしております。 

次に、会計が異なりまして５４５ページをお開きください。 

財産区特別会計予算でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８９２万

６，０００円で、前年度と同額でございます。としております。５５３ページに歳入の内訳、

５５５ページの歳出で、それぞれの財産区に支出するものでございます。 

財産区の予算・決算につきましては、監査委員からのご指摘もあり全財産区の予算を計上する

べく努力をいたしましたが、ご理解をいただくまでには至らず、前年度と同様の予算計上となっ

たものでございます。 

以上、甚だ簡単ではございますが、総務課所管予算の概要説明とさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 
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企画財政課長（吉田伸吾） それでは企画財政課所管分につきまして、予算の概要説明を行わせていただ

きます。 

まず、歳入からでございますが、１４、１５ページをお開き願いたいと思います。 

第９款の地方交付税でございますが、普通交付税を３９億５，０００万円、特別交付税４億円、

合わせて４３億５，０００万円を計上いたしております。 

普通交付税の算定で新設されます地方再生対策費の配分予定額は、与謝野町は１億１００万円

程度でございます。個別算定経費は１．０％程度、包括算定経費は２．５％程度のともに減額の

見込みでございまして、事業費補正や公債費の増減を調整し、計上いたしたものでございます。 

次に、２０、２１ページをお開き願います。 

第１３款、国庫支出金、第２項、国庫補助金、第１目、総務費国庫補助金、第１節、総務管理

費補助金で、合併市町村補助金を２，０００万円計上いたしております。地域情報化計画の策定、

障害者計画及び障害者福祉計画策定事業などに充当する計画でございます。 

次に、３４、３５ページをお開き願います。 

第２０款、町債は、総額１１億５，６８０万９，０００円の借り入れ予定でございますが、そ

のうち合併特例債は地域振興基金積立分も含め５億７，７００万円でございます。そのほかは辺

地債、合併推進債、臨時財政対策債などとなっております。 

次に、歳出、５０、５１ページをお開き願います。 

第２款、総務費、第１項、総務管理費、第２目、文書広報費は、２８０万３，０００円を計上

いたしております。町報等の発行経費を計上いたしたものでございます。 

その下の第３目、財政管理費でございますが、５２、５３ページの第２４節、投資及び出資金

に２５０万円を計上いたしております。ご承知のように、今まで公営企業金融公庫という国の政

策金融機関があり、地方公共団体の行う上下水道、交通、病院などの事業を行うための地方債の

貸し付けを行っていましたが、地方公営企業等金融機構法が成立し、本年１０月から地方公共団

体が共同して成立、運営する地方公営企業金融機構に生まれ変わることになり、全国の市町村が

出資を行うことになりました。出資額の２５０万円は、標準財政規模割と貸付残高割との合計額

になっております。 

次に、５８ページ、５９ページをお開き願います。 

第６目、企画費は、１億９，０５２万８，０００円を計上いたしておりますが、前年度より

１，９７８万８，０００円の減額となっております。総合計画や男女共同参画の計画、町勢要覧

等の策定作業が終了したことによるものでございます。 

計上いたしております予算の主なものといたしましては、丹後地区広域市町村圏事務組合負担

金が４３８万７，０００円、自治振興補助金が６５０万円。６１ページでは、一番下に地域振興

基金積立金１億７，６４３万４，０００円などでございます。 

７目、人材育成費は、６２、６３ページにふるさと人づくり研修事業を７１万４，０００円計

上いたしております。 

８目、国際交流費は、２３２万円を計上いたしております。アベリスツイス交流事業は、

２０年度は当町からアベリスツイスに派遣する年でございまして、所要額を計上いたしたもので

ございます。 
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次に、６４、６５ページをお開き願います。 

１０目、情報システム費は、６，５９４万１，０００円を計上しており、前年度より

２，９８９万６，０００円の増額となっております。電算システム管理運営業務の第１３節、委

託料に、プログラムネットワーク設定委託料２，９２６万９，０００円を計上いたしております

が、主なものといたしましては、後期高齢者医療制度対応分や税の共同徴収システム対応分など

でございまして、これらが増額の原因となっております。 

６６、６７ページをお開き願います。 

第１１目、地域情報推進費は、９１５万２，０００円を計上いたしておりますが、前年度より

３３５万円の減額となっております。ライセンス更新料を、電算システム管理運営業務に組みか

えたことによるものでございます。 

次に、７０、７１ページをお開き願います。 

１３目、有線テレビ整備費は、４５８万６，０００円計上いたしております。合併以来、与謝

野町の地域情報化をどのように進めるか部内で協議を進めてまいりました。旧町間の格差是正、

あるいは地上デジタル放送の開始に伴う難視聴対策などを、総合的に解消する方法を探ってまい

りました。 

まず、与謝野町の地域情報化の問題点でございますが、ＣＡＴＶによるテレビの自主放送が加

悦区域でしか試聴できない。インターネットのスピードが十分確保されていない地域が、野田川

区域に存在する。防災行政無線が加悦区域に整備されていない。テレビの難視聴地域が、野田川、

岩滝区域に存在し、地デジ対応が迫られているなどということでございます。 

このような問題点を解決するためには、光ファイバーの全町整備が最も適していると判断をし、

光ファイバーを中心にした地域情報化計画の策定費を計上いたしたものでございます。 

次に、７４、７５ページをお開き願います。 

第１５目、地域交通対策費でございますが、地方バス路線運行維持支援事業で、丹海バス等へ

の補助金を計上いたしているところでございます。 

その下の北近畿タンゴ鉄道利用促進対策事業では、経営対策基金拠出金など総額２，６６６万

４，０００円を計上いたしているとこでございます。 

その下の地域交通対策費一般経費では、地域公共交通会議委員報償費を計上いたしております

が、町営バスの運行についてさらに議論を深め、実現に向けて努力していきたいと考えていると

ころでございます。 

以上が、一般会計でございます。 

次に、土地取得特別会計について、ご説明を申し上げます。４５７、４５８ページをお開き願

います。 

１款、公債費では、土地開発公社で先行買収してる公共用地分の支払利子を１１８万

８，０００円計上いたしております。 

２款、諸支出金は、土地開発基金への積立金１８万６，０００円を計上いたしております。 

以上が、土地取得特別会計でございます。 

以上、企画財政課所管分の予算概要につきまして、ご説明を申し上げました。よろしくお願い

をいたします。 
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議  長（糸井満雄） 和田加悦地域振興課長。 

加悦地域振興課長（和田 茂） それでは私の方からは、加悦地域振興課所管の有線テレビ管理費につき

まして、簡単にご説明を申し上げたいというふうに思います。 

まず、歳入でございますが、１７ページをお開きいただきたいというふうに思います。 

１７ページの使用料及び手数料の中の企画情報使用料、１７ページの中段あたりに企画情報使

用料がございます。有線テレビの使用料、並びにインターネットの使用料を計上させていただい

ております。３，５２８万４，０００円でございますが、前年度と比較いたしまして１６０万円

余り増加となっております。これはインターネットの加入者が増加した結果によるものでござい

ます。歳入の主なものにつきましては、以上でございます。 

次に、歳出でございます。６７ページの下段から６９ページにかけまして、有線テレビの管理

費等の予算を計上させていただいております。 

１２目、有線テレビ管理費、有線テレビ施設管理運営事業でございますが、ここでは主なもの

といたしまして、有線テレビの放送に必要な電送路の保守管理委託料等１７３万７，０００円、

また、関西電力柱とかＮＴＴ柱へのケーブルの強化料に３１７万９，０００円を計上し、臨時的

な経費といたしましては、工事請負費といたしまして、ケーブルの移設工事費１００万円を計上

いたしております。 

次に、６９ページ、有線テレビ番組制作事業でございますが、臨時職員の賃金２１４万

４，０００円を初めといたしまして、収録用のテープなど購入経費を計上をさせていただいてお

ります。 

また、７１ページの有線テレビのインターネット事業では、インターネット専用回線使用料に

２２７万２，０００円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして、２９９万

９，０００円の減額となっております。これは以前にもご説明をさせていただきましたとおり、

通信回線をＮＴＴからＫ－オプティコムに変更したことによるものでございまして、２９９万

９，０００円の減額になったものでございます。 

また、このほかでは農業気象情報事業につきましては、これまでテレビの５チャンネルで加悦

地域５カ所の雨量等のデータ等を解析して、お天気チャンネルとして加悦地域だけ放送をいたし

ておりましたが、情報機器の故障なり精密機器の更新に、非常に多額の経費が必要になるという

こともございまして、有線テレビのデジタル化を契機に、この気象情報をデータとして５チャン

ネルで放送する事業を、２０年度からは中止をさせていただきたいというふうに考えております。 

ただ、雨量情報につきましては、防災の観点からも必要ということがございまして、今後もデ

ータは取得し、防災に役立てることとしたいというふうに考えておりまして、その更新のための

メンテナンス委託料に、有線テレビ管理費として１６０万円を計上いたしております。 

以上が、有線テレビの主な事業でございます。よろしくお願いしたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） それでは、続きまして税務課所管分につきまして、ご説明を申し上げたいと思い

ます。 

まず、歳入の方からご説明をさせていただきます。いたします。予算書の１２ページ、１３ペ

ージをお開き願いたいと思います。 
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１款、町税でございますが、１項、町民税では、１目、個人分につきましては、７億

６，０３７万８，０００円、２目、法人分につきましては、１億３，４８９万円で、町民税の合

計で８億９，５２６万８，０００円を見込んでおります。 

２項、固定資産税につきましては、１目、固定資産税は８億３，６９４万６，０００円、２目、

国有資産等所在市町村交付金及び納付金につきましては、これは京都府の府営住宅だとか教、員

住宅等、土地、建物に対します京都府からの交付金でございます。これを１，２９３万円、固定

資産税の合計で、８億４，９８７万６，０００円を見込んでいます。 

３項、軽自動車税につきましては、５，４７３万１，０００円を見込んでおります。 

４項、町たばこ税につきましては、１億２，７９７万円を見込んでおります。 

５項、都市計画税につきましては、滞納繰越分を１２万１，０００円見込んでおります。 

これら町税の総額といたしまして、１９億２，７９６万６，０００円を歳入として計上いたし

ております。前年度予算と比較いたしまして１，４２９万２，０００円の増額となっております。 

次に、２６ページ、２７ページをお開き願います。 

府支出金の３項、委託金、１目、総務費委託金でございますが、２節、徴税費委託金は、府民

税徴収事務委託金といたしまして５，２８０万円を見込んでおります。 

以上が、歳入でございます。 

次に、歳出についてご説明を申し上げたいと思います。７６ページから７９ページにかけまし

て徴税費がございます。７９ページをお開き願いたいと思います。 

２款、総務費、２項、徴税費、１目、財務総務費で、税務総務費一般経費の１９節、負担金補

助金及び交付金で、税務共同化準備組織事務費負担金といたしまして５万円を計上させていただ

いております。これは税務共同化組織が設立に向けて、準備委員会を立ち上げられます。それに

かかります市町村の負担金でございます。 

その下、２３節、償還金利子及び割引料の過誤納還付金でございますが、前年度と比べまして

２，２００万円増額の２，５００万円を計上させていただいております。これは税源移譲に伴い

まして、住民税の減額割賦税が発生しております。この分を約１，２００万円ほどと見込んで

２，４００万円計上させていただいております。この税の還付につきましては、今年度限りの措

置でございます。 

それから２目、賦課徴収費、賦課徴収一般経費の委託料で、共同徴収支援システム連携データ

作成業務委託料といたしまして、３９万６，０００円を計上させていただいております。これも

先ほど申し上げました税の共同化に向けまして、電計データ作業の新たなシステムを組織で開発

されます。それに当町のデータを連携させるための業務委託料でございます。 

以上、甚だ簡単でございますが、税務課所管分の説明とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 藤原住民環境課長。 

住民環境課長（藤原清隆） それでは、続きまして住民環境課所管分の予算概要につきまして、部分的に

ご説明を申し上げます。 

歳出の方から説明をさせていただきます。８３ページをお開きください。 

２款、総務費、１目、戸籍住民基本台帳費の２段目、住民基本台帳事業でございますが、平成
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２１年５月２１日までに施行されます裁判員制度、並びに住民基本台帳法の改正に伴います既存

住基システム改修委託料としまして、２３３万４，０００円を計上しております。 

次に、１４１ページをお開きください。 

４款、衛生費、３目、環境衛生費の２段目、環境美化保全対策事業でございますが、環境３Ｒ

の推進の一環としまして、旧クリーンセンター管理棟の隣接地に、２，０００リットル規模の公

用車の地上式給油施設を設置します経費としまして、１３節に設計監理委託料５０万円、１５節

に工事請負費３００万円を計上しております。 

次に、１４７ページをお開きください。 

４款、衛生費、２目、塵芥処理費の下段の一般廃棄物処理委託事業でございますが、１３節に

廃棄物広域処理委託料としまして、対前年度１，６８２万６，０００円増の１億１，７５３万

６，０００円を計上いたしました。これは宮津市清掃工場のガス冷却棟と耐火物の改修に

４，４５０万円が必要となりまして、この前の全員協議会で説明をいたしました委託料の算定基

準の見直しにかかわらず、増額となったものでございます。 

次に、１４９ページをお開きください。 

上段には、今回の補正予算にも計上させていただきましたが、清掃工場期間延長自治振興負担

金７０万２，０００円を計上させていただきました。 

次に、同じページの１５節に、旧野田川処分場保全等工事費としまして、２，７０１万

８，０００円を計上いたしております。内容といたしまして、平成１５年３月に埋め立てが完了

しました幾地の旧野田川最終処分場の保全工事に１，７００万円、それから本年２月２９日に完

成いたしました資源ごみのストックヤードの維持管理のための構内舗装工事に９００万円、加悦

最終処分場の汚泥移送ポンプ設置工事に１０１万８，０００円を予定しております。 

次に、１５３ページをお開きください。 

３目、し尿処理費の中段の野田川衛生プラント施設設備事業の１５節に、ボイラー等更新工事

費としまして１，８００万円を計上しております。主なものとしまして、平成１１年度に設置を

しましたボイラーの腐食等に伴います更新工事として３１５万円、作業員の事故防止のための感

線電線改修工事として４１３万円、建物の延命化のための外壁塗装工事として４０９万円を予定

しております。 

また、１８節に備品購入費としまして、９２６万円を計上しております。機械機具費としまし

て脱臭塔の循環ポンプの購入、及び発酵乾燥機の支持ローラーの購入に２５０万円。また、自動

車購入費としまして、平成１９年度に更新を見送りました収集車と収集車用計量器の購入費用、

６６７万円を予定しております。 

次に、歳入につきましてご説明申し上げます。１７ページをお開きください。 

１１款、分担金及び負担金、３目、衛生使用料、２節、清掃使用料の野田川衛生プラン施設使

用料を、下から５番目でございますけども、平成１９年度の決算見込み、並びに与謝の海病院の

下水道接続によります減額を見込み、１，５４０万円を計上いたしました。 

次に、２１ページをお開きください。 

３目、衛生手数料、２節、清掃手数料のくみ取り手数料の現年度分、上から４段目でございま

すけども、平成１９年度の決算見込みから勘案し、７，９２０万円を計上いたしました。 
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次に、同じページの下から４段目の１３款、国庫支出金、２目、総務費国庫補助金、１節、総

務管理費補助金の既存住民基本台帳電算処理システム改修費交付金９６万３，０００円は、歳出

でも説明いたしました裁判員制度の施行に伴います、住民票システムの改修に伴うものでござい

まして、全額国庫補助の対象でございます。 

次に、２３ページをお開きください。 

最上段の３目、衛生費国庫補助金、２節、清掃費国庫補助金は、循環型社会形成推進交付金で、

ストックヤード構内の舗装に伴います事業費９００万円の３分の１、３００万円を計上いたしま

した。 

次に、３５ページをお開きください。 

１９款、諸収入、３目、雑入、１節、雑入の資源ごみ売払収入、説明欄の８段目でございます

けども、対前年度２２８万１，０００円増の３００万１，０００円を計上いたしました。これは

町内から出されております資源ごみのうち、宮津市の業者に売り渡しております新聞、雑誌、段

ボール、紙パック、アルミ、スチール缶につきまして、売り渡しの単価等につきまして協議、調

整をしました結果、昨年１０月に合意に達しまして増額となったものでございます。 

以上、簡単でございますが、住民環境課所管分の概要説明とさせていただきます。よろしくお

願いをいたします。 

議  長（糸井満雄） それでは、ここで休憩を取ります。４時１５分まで休憩します。 

それでは、休憩に入ります。 

（休憩 午後３時５６分） 

（再開 午後４時１５分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

あらかじめ申し上げます。本日、議事の都合により、５時以降も審議を継続をいたします。 

それでは、引き続き担当課長の説明をお願いをいたします。 

岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） それでは、福祉課の所管分についてご説明申し上げます。 

一般会計の歳入からご説明申し上げますので、予算書の１６ページ、１７ページをお開きくだ

さい。 

１１款、分担金及び負担金の２目、民生費負担金は、養護老人ホーム入所措置にかかる高齢者

福祉費負担金を１９名分、８１３万３，０００円、児童数６０２名分の保育料など児童福祉費負

担金を、１億５，７８８万７，０００円を計上しておりますが、保育料は定率減税の廃止、所得

税の税源移譲に伴いまして６月分から改正することになりますので、あわせて保育料全体につい

ても見直すこととしております。 

１３款、国庫支出金、１４款、府支出金は、前年度に引き続き実施の事務事業がほとんどで、

特に申し上げるものはございませんが、２４ページ、２５ページをお開きください。 

２目、民生費府補助金の５節、児童福祉費補助金に、「のびのび育つ」こども応援事業費補助

金１，２５４万９，０００円を計上しておりますが、これは放課後児童クラブ、子育て支援セン

ター、母親クラブなどの補助金が組かえられたものでございます。 

３２ページ、３３ページをお開きください。 
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１９款、諸収入の１目、民生費貸付金元利収入の３節、災害援護資金貸付金元利収入は、平成

１６年１０月に発生しました台風２３号被害による貸付金２２件、３，２７０万円について、平

成２０年度から２６年度までの７年間で償還していただく計画になっておりますので、利子

９８万１，０００円を含む５５３万８，０００円を計上しております。 

続きまして、歳出の３款、民生費でございますが、９５ページをお開きください。 

１項、社会福祉費の１目、社会福祉総務費の地域福祉空間整備事業でございますが、交付金

１，５００万円を計上しております。現在、岩滝地内で町所有の建物を貸し付け、与謝郡聴覚言

語障害者デイサービスセンターが運営されておりますが、建物の老朽化に伴いまして、運営法人

が新築による整備を検討されておりますので、その社会福祉法人に対し支援することにしている

ものでございます。 

また、野田川圏域では、小規模多機能型居宅介護施設、岩滝圏域では、認知症対応型グループ

ホームの整備が検討されておりますが、事業計画がまとまりましたら補正予算を計上させていた

だきたいと考えております。 

１０１ページをお開きください。 

２目、障害者福祉費の障害者福祉計画策定事業は、平成１８年度に計画を策定いたしましたが、

第１期計画期間が２０年度で終了し、２１年度から２３年度までの第２期計画を見直すことにな

っておりますので、計画策定委託料を３０４万５，０００円計上しております。 

１０３ページをお開きください。 

障害者福祉施設整備事業は、総額で１，０３６万円を計上しております。１１節、需用費の修

繕料１２６万円は、３庁舎の障害者用トイレを、オストメイト対応トイレに一部修繕することに

しているものでございます。 

また、１５節、工事請負費７００万円、１７節、公有財産購入費１４０万円、２２節、補償金

７０万円は、いずれも障害者グループホーム、ケアホーム及び就労継続支援施設に改修しました

施設への、食材などの搬出入道路の整備にかかる経費を計上しております。 

１０５ページをお開きください。 

障害福祉費一般経費の１３節、委託料のシステム開発業務委託料は、７月から障害福祉サービ

スの利用者負担等の見直しが予定されておりますので、システム改修費３３０万円を計上してお

ります。 

１１９ページをお開きください。 

２項、児童福祉費の１目、児童福祉総務費の児童遊園地管理運営事業でございますが、廃棄物

処理等手数料を１００万円計上しております。１９年度に町内３６児童遊園の遊具１１６基を点

検いたしましたが、多くの遊具の老朽化が著しく、使用するには危険な状況にございますので、

撤去費用を一定額計上しているものでございます。 

１２１ページをお開きください。 

次世代育成支援行動計画策定事業は、１４１万８，０００円を計上しております。現計画は平

成１７年度から２１年度までの５年間を前期計画として、合併前の平成１６年度に策定いたしま

したが、平成２２年度から２６年度を後期計画として見直すことになっておりますので、ニーズ

調査、その分析を実施するため委託料を計上しているものでございます。 
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１２５ページをお開きください。 

２目、児童福祉施設費の保育所管理運営事業の１８節、備品購入費３４４万円の中には、各保

育所にＡＥＤを設置するため８台分、２４０万円を計上しております。 

また、保育所整備事業は、桑飼保育園の下水道接続工事、岩滝保育所の乳児室エアコン設置工

事に関連します委託料、工事請負費など１，１５８万円を計上しております。 

１３０ページ、１３１ページをお開きください。 

３項、災害救助費の１目、災害救助費の１９節、負補交の災害援護資金利子補給金は、償還計

画に基づき元金及び利子を償還された貸付に対し、利子３％のうちの２．６％を利子補給するた

め８５万円を計上しております。 

続きまして、介護保険特別会計についてご説明申し上げます。４１３ページ、４１４ページを

お開きください。 

事業勘定の歳入の１款、保険料の１目、第１号被保険者保険料は、総額で３億２，７５８万

８，０００円を計上しております。介護保険料の激変緩和措置を、平成２０年度も引き続き実施

するための介護保険条例の一部改正を提案させていただきましたが、対象者は９６２名で、約

６００万円の減収を見込んでおります。 

３款、国庫支出金、４款、支払基金交付金、５款、府支出金につきましては、それぞれ負担割

合が定められておりますので、その割合に基づき計上しております。 

４１５ページ、４１６ページをお開きください。 

６款、繰入金の１項、一般会計繰入金は、総額で２億６，８１８万円を計上しております。 

４１７ページ、４１８ページをお開きください。 

歳出の１款、総務費の１項、総務管理費の１目、一般管理費でございますが、平成２１年度か

ら２３年度を計画期間とします第４期介護保険事業計画を策定するため、８節、報償費に委員等

謝礼４３万８，０００円、１３節、委託料に計画策定委託料３４６万５，０００円などを計上し

ております。 

４２３ページ、４２４ページをお開きください。 

３款、地域支援事業費の１項、介護予防事業には、６５歳以上の高齢者が要支援、要介護状態

にならないよう運動機能の維持、改善、あるいは町民主導の自主的活動の支援などにかかる経費

を計上しておりますが、４２６ページの１３節、委託料に、介護予防事業委託料６００万円を計

上しております。保健師が実施する特定高齢者の運動機能の維持、改善プログラムは人数が限定

され、３カ月間、１２回程度で終了することになりますので、終了者を対象としたフォロー事業

を介護保険事業者に委託することにしているものでございます。 

サービス事業勘定につきましては、特に申し上げるものはございません。 

簡単ではございますが、福祉課所管の予算説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上

げます。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 続きまして、保健課所管の予算につきまして説明をさせていただきます。 

説明させていただきますのは、一般会計、国民健康保険特別会計の事業分と直診分、そして老

人保健特別会計、新しくできました後期高齢者特別会計につきまして説明をさせていただきます。 
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まず、一般会計の歳入からご説明を申し上げたいと思いますが、昨年度と異なった項目を中心

に説明をさせていただきます。 

まず、予算書の２２ページ、２３ページをお開きください。 

この１４款の府支出金、２目、衛生費府負担金でございます。この２２ページの一番下側の衛

生費府負担金でございますけれども、この前に２目になりますので、「２」が抜けておりますの

で、「２」を挿入していただきたいというように思います。 

これにかかわりまして、２３ページの一番下側に、後期高齢者医療保険基盤安定負担金という

のが３，７２２万２，０００円計上をさせていただいております。これにつきましては、国民健

康保険でもありますけれども、低所得者の方の保険料を７割軽減、５割軽減、２割軽減いたしま

すけれども、その軽減分として交付されるものでございます。 

次に、３５ページをお開きください。 

この３５ページの１９款、諸収入の雑入のとこの、右側のページのその枠の中の説明欄の一番

下側に、後期高齢者医療保険事業費補助金１０１万円がございます。これにつきましては、この

後期高齢者の方に対する健診事業というのを、町が行うということになっております。その町が

行った健診に対しまして、広域連合より交付されるものでございます。 

続きまして、歳出につきまして主なものをご説明を申し上げたいというように思いますけれど

も、ページが少し飛びまして１１１ページをお開きください。 

３目、高齢者福祉費の高齢者福祉費一般経費にかかる１９節の後期高齢者療養給付費負担金と

いたしまして、１億８，０９９万円というのがございます。これは平成２０年度から始まる後期

高齢者医療制度の療養費にかかる負担金で、広域連合で定められた一定のルールに基づきまして

計上をいたしております。 

また、２８節の繰出金、このページの中にあるんですけども、この後期高齢者医療特別会計繰

出金として６，２３６万８，０００円を計上いたしております。これは特別会計の運営におきま

して、一般会計で負担する広域連合等の共通経費や、保険料軽減分の基盤安定分を計上いたした

ものでございます。後期高齢者医療制度ができることによりまして、老人保健特別会計への繰出

金は、昨年度当初については１億８，０５６万５，０００円という大きな金額を繰り出しており

ましたけれども、ここに書いてございますように、今年度については３，１９４万３，０００円

と激減をいたしております。 

１３７ページをお開きください。 

このページの上側に健康診査事業というのがございますけれども、総額で３，２７７万円を計

上いたしております。これは特定健診を初め胃がん検診等にかかる費用でございます。２０年度

の健診費用につきましても無料としておりますので、病気の早期発見や自身の身体状況を確認す

る意味で、多くの方に受診いただきたいと思います。 

以上、大変簡単ではございますけれども、一般会計の説明とさせていただきます。 

続きまして、特別会計の説明といたしまして、４７１ページをお開きください。 

まず、国民健康保険特別会計の事業勘定でございますけれども、総額で２８億８，４７５万円

の予算を立てさせていただきました。対前年度比としましては、１２．２％の増ということにな

っております。 
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４８０ページ、４８１ページをお開きください。 

歳入の１款、国民健康保険税として課税させていただく金額につきましては、その年に必要な

歳出の対しまして、国庫補助金等の特定財源を引いた額を、保険料としていただくこととして計

上させていただいております。 

現年度分の一般被保険者、退職被保険者とも医療給付費分といたしましては、１人当たり４万

９，１１０円をベースに、また、介護納付金分につきましては、１人当たり２万８０円をベース

に計上いたしております。また、今年度から新たに後期高齢者支援分としては、１人当たり１万

７，５２０円をベースに算定させていただいておりまして、滞納徴収分を含めまして税といたし

ましての総額は、６億８，０７９万円を計上させていただきました。 

なお、保険税の応益・応能比率につきましては、今年度も５０対５０ということにしまして、

軽減割合は、７割軽減・５割軽減・２割軽減の軽減を適用するということでございます。２０年

度につきましても低所得の方については、負担軽減を図ってまいりたいというように思っており

ます。 

４８２ページ、４８３ページをごらんください。 

６款、前期高齢者交付金につきましては、平成２０年度より新たに５億５３４万６，０００円

を計上いたしております。これは退職医療費制度が一定整理されます。これまで６０歳から

７５歳まで１５年間、この退職医療制度というのがありましたけれども、今回整理されますのは、

６０歳から６５歳の５年間に圧縮をします。この財源であった収入につきましては、療養給付費

で交付されておりましたけれども、これが大きく減にしまして、この６５歳から７５歳の退職で

見ていた方についても、一般被保険者の療養費に変更するという改正をさせていただきました。

この改正によりまして、その費用額を入れております。 

次に、４８８ページをごらんください。 

歳出の２款の保険給付費、１項の療養諸費の支出合計額、ちょうどこのページの中ほどの合計

額のとこなんですけども、本年度の支出総トータルが１７億３，９８２万円支出をさせていただ

いております。これにつきましては、１９年度の実績に基づきまして計上をさせていただいてお

ります。対前年度に比べまして、１４．７％の大きな医療費のアップということになっておりま

す。 

４９２ページをお開きください。 

このページの上に、後期高齢者支援金等というのがございます。これは後期高齢者医療制度を

支える拠出金でございまして、総額で３億２，５０１万１，０００円を計上いたしております。

この後期高齢者支援金の創設によりまして、同じページに５款、老人保健拠出金というのがござ

いますが、今年度については、５，８８５万２，０００円を計上させていただいておりますが、

これは対前年度に比べまして、２億７，１５９万円の減というように大きな減額ということにな

っております。 

続きまして、４９４、４９５ページをお開きください。 

８款の保健事業でございますけれども、１目の特定健診等の事業費で、２，５９８万円を計上

させていただきました。今年度から健診事業につきましては、各保険者が行うというように改正

されたところでございまして、国保加入者の方の健診費用を計上いたしております。 
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以上、国保の事業勘定の説明とさせていただきます。 

続きまして、５０２ページから、今度は直営診療所、直診勘定をご説明申し上げます。 

この診療所分につきましては、昨年度と比較しまして２５５万円多い、７，９９６万円の予算

を組ませていただいております。現在、国保診療所につきましては、２名の医師をお願いし、週

５日の診療をさせていただいております。 

５０８、５０９ページをお開きください。 

この歳入の診療収入、１項の外来収入の合計額といたしましては、５，９０３万５，０００円

を計上いたしておりまして、診療収入も一定落ちついてきたかなというように思っております。 

５０８、５０９ページの欄の、この欄の一番下側には一般会計からの繰入金２，０００万円を

計上しております。 

５１０ページから歳出に入らせていただくんですけども、５１０ページから５１５ページにわ

たりまして歳出を上げておりますけれども、これについては診療所の医師の報酬でありますとか、

薬品等の購入費用、または運営経費を計上しておりますけれども、先ほど言いました一般会計か

らの繰入金がなるべく少なくなるよう、経費節減に努めてまいりたいというように思います。 

以上、事業勘定と直診勘定を説明させていただきましたけれども、いずれも医療給付費等の変

動により財政運営が大きく変わることから、医業費の動向には十分注意をしながら財政運営に努

めてまいりたいと思います。 

続きまして、老人保健特別会計でございます。５１９ページらでございます。 

平成２０年度の当初につきましては、３億９，６６３万円の予算で、前年予算と比較しまして

１８億２，３０５万８，０００円の減額として組ませていただきました。 

この２０年度の予算につきましては、２０年４月から始まります後期高齢者医療制度に移行す

るということでありますので、この２０年度として見る予算は、２０年３月分の１カ月分の医療

費の支払と、また、月遅れ請求なんかの支払として組ませていただいたものでございます。この

会計につきましては、平成２２年度限りで、この特別会計を廃止するということになっておりま

す。 

最後に、後期高齢者特別会計でございますが、５３２ページからでございます。 

２０年度から新たに特別会計を設置しまして、予算総額は２億３，２７２万円で組ませていた

だきました。 

まず、歳入でございますけれども、５３９ページ、５４０ページをごらんください。 

１款、後期高齢者医療保険料、１項、後期高齢者医療保険料につきまして、特別徴収と普通徴

収の分、合わせて１億７，０２８万２，０００円を計上させていただいております。これは広域

連合で決定しました与謝野町の保険料を計上いたしておりまして、１人当たりの保険料は、被保

険者均等割額３万７，４４０円、所得割額は６．８９％で算定をしております。 

同じページの３款、繰入金、１目、一般会計繰入金につきましては、事務費繰入金、保険基盤

安定繰入金、合わせて６，２３６万８，０００円を計上しております。 

次に、５４１、５４２ページをお開きください。 

歳出のほとんどを占める２款、後期高齢者医療広域連合の納付金につきましては、２億

３，０７５万円を計上いたしております。これは広域連合の分賦金でありますとか、一般会計か
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らの保険基盤安定分、そして保険料として徴収した保険料総額の合計額を計上したものでござい

ます。 

以上、説明をさせていただきましたけれども、医療関係につきましては、それぞれの会計にお

きまして、平成２０年度から大きな改正がされる中で予算を組ませていただきましたので、今後

とも国等の動向をに十分を注意をしながら、適正に予算執行をしていきたいというように思いま

す。 

以上、大変長くてりましたけれども、保健課の所管分として主なものを説明させていただきま

した。よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 浪江農林課長。 

農林課長（浪江 学） 農林関係の予算につきまして、主な事務事業をご説明申し上げます。 

１５６ページをお開きください。 

６款、農林水産業費、１項、農業費の１目、農業委員会費は、総額で１，６６７万

９，０００円を計上しております。２６名の委員報酬のほか、委員会だよりの発行、委員の活動

経費全般を計上しております。 

次に、１６０をお開きください。 

３目、農業振興費は、総額で８，９３２万８，０００円を計上しております。 

主なものとしましては、農業団体活動支援事業で、農事組合や農業団体の活動に対し支援して

まいりますほか、水稲共同防除事業、生産調整の推進や、営農指導推進員を設置し、認定農業者

や新規就農者への営農支援、あるいは中山間地域の直接支払交付金事業などを継続してまいりま

す。 

また、自然循環推進事業、京の米産地づくり事業に、安心・安全な米販売支援事業に一定額を

計上し、豆っこ肥料を活用した京の豆っこ米の生産を全町域に推進し、生産面積を拡大していき

たいと考えております。 

さらに、農地・水・環境保全向上対策事業を継続し、農家と非農家が一緒になって、地域全体

で農地や農業用施設などの資源を守るとともに、良好な農村環境の形成に向けて行う地域活動を

支援してまいりたいと考えております。 

次に、１６８ページの４目、農地費でございますが、総額で６，９４１万８，０００円を計上

しております。農道の補修や水路の浚渫等、地元が施工をされます農業用施設の管理事業につい

て、一定額の補助金や原材料費を計上して支援してまいりますほか、香河地区の日晩寺、並びに

石田地区の農道舗装事業の継続や、新規に温江の堀池排水路、石川上地のﾑﾛﾉｷ用配水路の改良を

行う計画でございます。 

さらに懸案でありました明石のゾブ川改修事業に着手したいと考えておりまして、まず、測量

設計費を計上いたしております。平成２１年度から３カ年の計画で、改修工事を進めてまいりた

いと考えております。 

また、土地改良区事業では、昭和５４年から約３０年間にわたり運営してこられました加悦土

地改良区について、平成１９年度末で償還業務を完了することから、本年中をめどに解散手続を

進めていかれることとなっております。 

次に、１７０ページの５目、畜産業費でございますが、町内の畜産農家に対し、病気にかから
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ないための検査手数料補助や子牛の生産奨励補助など、総額で１１万８，０００円計上し、支援

を継続してまいりたいと考えております。 

次に、１７２ページから１７８ページにかけて、７目、農業施設管理費として、各所管施設の

管理運営経費を計上しておりまして、総額では４，６９７万９，０００円となっております。こ

の中では１７３ページの有機物供給施設管理運営事業で、豆っこ肥料製造にかかる発酵処理機等

設備整備工事費を計上いたしており、老朽化する機械の更新を図り、一定の量産体制を整えてま

いりたいと考えております。 

また、１７５ページの冷凍米飯確保施設管理運営事業では、成形加工室空調改修工事費を計上

をしており、室内設定温度を一定に保ち、衛生面における加工食品の品質向上を図り、食品の安

全性に対応してまいりたいと考えております。 

次に、１７８ページをお開きください。 

２項、林業費の２目、林業振興費は、総額で６，５９５万４，０００円計上しております。 

森林整備地域活動支援交付金事業や、小規模造林事業によるスギ、ヒノキの侵食や下刈りに対

する補助、町有林やﾁｮｳｺｳ造林地の間伐事業、広葉樹の苗木支給事業、森林組合の緑の担い手育

成事業などを継続してまいりますほか、有害鳥獣対策事業に約１，３００万円を計上しておりま

して、地域からたくさんご要望のあります防除施設設置事業にすべておこたえできるよう補助金

等を計上するほか、捕獲檻の購入を９基に増設するとともに、シカ、イノシシの駆除にかかる処

理手数料を、１頭当たり５，０００円から７，０００円に引き上げさせていただき、京都府や猟

友会と連携を図りながら、有害鳥獣対策を強めていきたいと考えております。 

また、林道整備におきましては、林道下谷線舗装工事費を継続して実施し、完了してまいりま

すほか、千年ツバキへのアクセス道路であります林道大桑線の実施設計費を計上し、計画的に舗

装改良を進めていきたいと考えております。 

そのほか、災害に強い森づくり事業や府営治山事業の実施により、堰堤設置や浚渫を進め、安

心して暮らしていただける環境整備を図っていきたいと考えております。 

１８４ページの３目、林業施設の管理費は、農林課が所管をいたします加悦木工加工センター

及び岩滝コミュニティセンターの管理運営にかかる経費など、総額で２３２万４，０００円を計

上いたしております。 

以上が、農林課所管分でございます。 

なお、工事等の主要事業につきましては、当初予算資料のページ５２、５３に添付をいたして

おりますので、参考にしていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） 続きまして、商工観光課所管部分につきまして、ご説明をさせていただきた

いと思います。 

特に収入につきましては申し上げることがございませんので、歳出からご説明をさせていただ

きたいと思います。１５４ページをお開き願いたいと思います。 

労働費でございますが、雇用促進事業では、本年も引き続き地域雇用創造調査研究報告書の具

現化を図るために雇用創造協議会に加えまして、本年からワーキングチームとして運営委員会を

立ち上げて、いろいろと雇用創出につきまして取り組みを行っていただきたいというふうに考え
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ているところでございます。 

あわせまして、雇用促進奨励補助金制度につきましても継続といたしまして、補助金１６２万

円を計上いたしております。ちなみに平成２０年度の対象予定者につきましては、７名というこ

とで計上をさせていただいてるところでございます。 

続きまして、１６８ページをお開き願いたいと思います。 

商工費でございます。１８８ページからの説明になりますが、２目、商工振興費からでござい

ますが、９事業にそれぞれ予算を計上いたしております。継続事業につきましては、説明を省略

させていただきますが、新規事業や特徴的な事業のみ説明をさせていただきたいと思います。 

初めに、商工会助成金でございますが、負補交に３，５７０万円を計上いたしております。ご

承知のように、３地域の商工会は４月に合併が決定しておりまして、それぞれ現在、商工会が新

商工会で取り組みます事業計画を策定中でございます。したがいまして、現在のところは事業を

確定しておりませんが、確定次第ヒアリングを行いまして、事業ごとに補助金を決定していきた

いというふうに考えております。 

続きまして、商工業者金融支援事業でございますが、平成２０年度から新設します支援施策に

つきまして、ご報告を申し上げたいと思います。 

不況対策融資利子補給の中のメニューとして、不況業種の活性化を支援したいということから、

新たな支援を計画しておりまして、施設整備におきまして投資を行った場合、それに伴います借

り入れにつきまして利子補給を新規に行っていきたいというものでございます。実質金利は

０．５％、補給限度額は２０万円、３年の利子補給を行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

続きまして、産業振興事業でございますが、本年度から２年計画で与謝野町産業振興計画を策

定することとし、その委員会の謝金を１０万８，０００円計上いたしております。また、商工業

者の活性化を図っていきたいというふうに考えておりまして、従来のメニューに加えまして人材

育成、商業活性化、創業、商品開発等の支援を行いたいというふうに考えておりまして、

９００万円を計上いたしております。 

各支援施策の充実ということでございますが、具体的には、人材育成では、さらなる経営基盤

の強化を図っていただくために企業等、従業員も含めまして費用な技術や経営力の向上を目的と

しました研修活動に参加した場合、その補助率２分の１でもって、補助金５万円を支払っていき

たいという計画で進めているところでございます。 

また、創業等への支援では、町内の企業の活性化と雇用促進を図っていくために、企業拡大や

立地企業で１，０００万円以上の設備投資をされ、１名以上の雇用をされた企業に対しまして

１００万円の支援を行っていきたいという計画で準備を進めているところでございます。 

また、さらには新商品開発での支援では、異業種間の交流による技術開発を行っていただくた

めの支援策といたしまして、取り組みに対しまして補助率２分の１、補助限度額５０万円をもっ

て支援をさせていただきたいと計画をしているところでございます。 

次に、１９１ページの織物振興対策事業でございますが、本年度より新たな与謝野町商工会で

組織されます企業部会に、織物技能訓練センターを活用した織物振興事業を委託することとして

おりまして、委託料３００万円を計上いたしております。織物技術指導員を配置し、織物に関す
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る相談、指導を行うとともに、織物関係者の情報交換の場づくりや技術向上を図るために、各種

講座を委託するものでございます。 

なお、２０年度似つきましては、織物実態調査を実施する年でございまして、その調査員の謝

金２６万６，０００円を計上いたしております。 

次に、１９２ページ、３目、商工設備管理費でございますが、特に、商工関係の施設につきま

しては大きな修繕もなく、経常経費の予算計上として、特に申し上げることはございません。 

次に、１９４ページ、４目、観光費でございますが、観光イベント事業では、ひまわり１５万

本、観光宣伝事業といたしましては、与謝野自慢を本年も実施したいということで予算計上を行

っております。 

１９７ページから１９９ページの観光費一般経費でございますが、報償費の２２万

５，０００円は、与謝野町観光振興ビジョン策定委員の謝金を計上いたしております。１９年度

から既に策定準備委員会を立ち上げて検討いただいておりますけれども、２０年度は策定委員会

に移行いたしまして、ビジョンを策定したいというふうに思っております。完成は、年末を目標

に事務を進めていきたいというふうに考えております。あわせまして、委託料の３５９万

１，０００円につきましては、策定にかかるコンサル料でございます。 

５目、観光施設管理費でございますけれども、観光関連につきましては、１１施設の管理運営

を計上いたしております。特徴的なところを申し上げますと、大内峠一字観公園でございますが、

もう既に指定管理者の承認をいただくために提案をさせていただいておりますけれども、指定管

理料として２７０万円を計上いたしております。この指定管理料の２７０万円につきましては、

指定管理資料の中には２５５万円で計上いたしておりましたけれども、その差額につきましては、

若干組織が違います大内峠保勝会への委託料ということで、ご理解を賜りたいというふうに思っ

ております。 

次に、クアハウス岩滝でございますけれども、第５回補正でも収入減ということで、大きな補

正減させていただきましたけれども、２０年度におきましても、なかなか収入が上がらないとい

う状況の中で予算計上をいたしております。収入見込みといたしましては、収入を申し上げてお

りませんけれども７，４００万円を計画しておりまして、支出見込みが１億８００万円というこ

とで、一般会計からの持ち出しが３，３００万円というような形で、予算計上をさせていただい

ております。一般経常経費につきましては、重油等の燃料費等の増がございますけれども、やは

り入場者の激減と言いますか、収入が見込めないのが現状でございまして、地域経済の低迷等々

の関係もありますけれども、やはりＰＲ不足等々、まだまだクアの魅力を発揮するような取り組

みをしなければならないというふうに考えておりまして、引き続き運営委員会等との連携を図り

ながら、進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

次に、滝のツバキ公園でございますが、５００万円の工事請負費を計上いたしております。町

の木でありますこのツバキ、シンボル公園でございますので、計画的な整備の第一弾として、園

路並びに展望台等の改修を行っていくというものでございます。 

それから、２１１ページをお開きください。 

最後に、山の家管理運営費を計上いたしております。今回が本施設の予算計上は新規となりま

す。予算計上いたしました経過を簡単に申し上げますと、本施設は京都府の施設でございまして、
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旧加悦町時代に建設され、地元温江区に無償貸与をされまして、地元が青少年健全育成施設とし

てきょうまで管理をされてきました。 

建設当時につきましては多くの利用者がございまして、一定の基金を積める状況にまで至って

おりましたけれども、その後につきましては、その基金を崩しながらの運営ということで、非常

に厳しい経営状況でございました。そういうふうな状況の中で、近年は類似施設等もたくさんご

ざいまして利用者が減少したということで、基金も取り崩しがもうできない状況になったという

ようなことでございまして、あくまでも京都府の施設でありますが、与謝野町が管理していくた

めにやはり調整をしました結果、管理運営委託料として５年間の収支等をかんがみまして、

２４０万円をここに計上をさせていただいたものでございます。 

以上が、観光関連施設でございます。引き続き収入が見込める施設におきましては収支のバラ

ンスが取れるように、そういう工夫をしてまいりたいというふうに考えております。 

以上、商工観光課所管の予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） それでは建設課の所管します当初予算について、説明をさせていただきます。 

建設課におきましては土木費全般、それから宅地造成事業の特別会計、それから石田の土地区

画整理事業特別会計について、ご説明をさせていただきます。 

ただ、時間の都合もありますので、当初予算資料の中では２０年度の当初予算、特に一般会計

につきましては、主要事業を並べております。その中で土木費につきましては、耐震にかかわり

ます補助事業、あるいは道路新設改良事業、あるいは河川改修事業、それから岩滝海岸線等の街

路整備事業、それから土地利用計画策定等事業、それから都市公園整備事業ということが主要事

業で上げておりますので、特に、その事業にかかわりますご説明をさせていただきたいというよ

うに思っております。 

ページにつきましては、２１２ページ、２１３ページにあります土木費の土木総務費ですが、

２１３ページの下段に耐震診断補助事業１１２万３，０００円を計上しております。 

これにつきましては、過去からやっております委託料で耐震診断の調査委託、本年度は２万

８，０００円を１５件を見込んでおります。これについては、２分の１について国の補助事業と

いうことになっております。 

それから、１９節の負補交につきまして、木造住宅耐震改修事業費補助金、これは本年新たに

できた補助金でございまして、町としても一定予算をもったということになります。この補助事

業については詳細がまだ決まってませんが、大まかに言いきます事業費の限度額を１２０万円と

しております。それを国・府が３分の１持ちます。それから町は６分の１を補てんします。本人

は６分の３、２分の１を足しながら耐震改修事業を進めていくということになっております。 

これにつきましては過去に耐震診断調査をされて、一定調査された後、耐震改修についてやら

れる事業について１２０万円を限度ということで、やらせていただくということになっておりま

す。 

それから、ページが飛びまして２１８、２１９、道路新設改良費の中で、最下段の方に道路新

設改良事業３億９３１万６，０００円があります。 

これにつきましては、国庫の事業として明石香河線、あるいは岩屋川線、それから石川上山田



－71－ 

線等を含む事業について、３億円を見込んでおります。 

それから河川事業につきましては、その次のページ、２２３ページの下から２段目になります

が、これにつきましては河川改修事業ということで３，１００万円を見込んでおります。 

なお、その箇所につきましては、この予算資料の５４ページで土木事業概要を載せ、それから

５５ページで地図で箇所を示しておりますので、参考にしていただきたいというふうに思ってお

ります。 

それから２２５ページですが都市計画費の街路整備事業、ちょうど中段あたりに街路整備事業

ということで４，２４０万円というのを見ております。 

これについては工事請負費で、平和通り整備、側溝工、あるいは擁壁工を５００万円で工事が

したい、これは町の分です。それから負担金につきましては、岩滝海岸線の街路事業負担金とい

うことで、本年度ほとんど事業が進んでいくだろう、海岸道路についてはほとんど道路ができる

だろうということで、総事業費が２億９，０００万円ほどかけてやられます。国についてはそれ

の１０分の１．３５、あるいは府の事業については１０分の１の町の負担金を計上させていただ

いております。 

それから次のページ、２２７ページの最上段、土地利用等状況調査委託料ということで、これ

につきましては、与謝野町の土地利用計画を策定するための事前調査ということで、現在の土地

利用の状況調査をする。本来的には岩滝地域では、都市計画区域決定をされておりますが、これ

についてはほぼ５年間隔で、土地利用の状況を調査しなければならないということがあるんです

が、合併等も含めてちょっとその調査が遠のいております。その調査を岩滝地域でやるというこ

となんですが、この利用状況調査については野田川、加悦地域にも広げて、現在どのような土地

利用の状況になっているかを調査し、将来の土地利用計画のための資料とするということで、調

査委託料を盛っております。 

それから、同じページの最下段に都市公園整備事業ということで、８，０１７万８，０００円

ということで総額を上げておりますが、これにつきましては阿蘇シーサイドパークの整備工事と

いうことで、阿蘇シーの徒渉池の玉砂利の舗装、あるいは駐車場から公園に入る木橋の工事等を

実施するものでございまして、これにつきましても先ほどの資料の５６ページに、阿蘇シーサイ

ドパークの事業の概要が示してありますので、またごらんになっていただきたいというふうに思

っております。 

それで、歳入の方にまいりますが、これは２３ページをお開きください。 

土木費の国庫補助金、上から３段目、道路橋梁費の補助金ということで、道路改良事業補助金、

これにつきましては地方道路整備臨時交付金ということで、いわゆる明石香河線、岩屋川線、石

川上山田線にかかわります事業の５５％の国庫補助金を計上させていただいております。 

それから都市計画費の補助金では、先ほどの阿蘇シーサイドパークの整備費８，０００万円の

５０％、４，０００万円をみさせていただいております。 

それから住宅費の補助金で、木造住宅の耐震診断補助金、これは国の方が２分の１ということ

で、２１万円をみさせていただいております。 

それから、２７ページにいきますが、府の補助金、土木費の府補助金、住宅費の補助金で、木

造住宅耐震事業で、府の分については４分の１の補助金で１０万５，０００万円を計上させてい
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ただいておりますし、木造住宅耐震改修事業補助金は、国・府を合わせまして６分の２、３分の

１の４０万円を計上させていただいております。 

以上が、一般会計でございます。 

それから３４１ページ、与謝野町の宅地造成事業の特別会計について、ご説明をさせていただ

きます。３５１ページをお開きください。 

歳出、分譲宅地の造成事業ということで、本年につきましては、工事請負費で三河内地域の大

道分譲宅地の造成工事に入りたいと。それから需用費、印刷製本、あるいは広告料につきまして

は、日吉ケ丘等分譲宅地の残り地を販売するための広告を打ちたいということで、上げさせてい

ただいております。 

それから、日吉ケ丘の販売状況なんですが、総区画が１８区画、昨年までの売却済みが５区画、

残り１３区画ということなんですか、現在、昨年暮れから仮という形で、２区画が仮の予約をさ

れております。今は本契約に向かって関係機関との調整をされておるということで、今年度には

間に合わなかったわけですが、春４月以降になりますと、２区画について本格的にお話が進んで

いくんじゃないかなというふうな考えでおります。 

それから、もう１つにつきましては、石田の土地区画整理事業特別会計ですが、４６０ページ

をお開きください。 

これにつきましては、一般会計から２万５，０００円を繰り入れをいたしまして、事務的経費、

旅費、あるいは消耗品等で整理をさせていただいておるところでございます。 

以上、建設課が所管します予算について説明をさせていただきました。よろしくご審議賜りま

して、ご承認いただきますようにお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育長次長。 

教育次長（鈴木雅之） それでは、私の方から教育委員会所管分の予算につきまして、主なものをご説明

を申し上げます。 

まず、歳入でございますが、２２ページ、２３ページをお開きください。 

１３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、９目、社会教育費国庫補助金、２節、小学校費補助

金の中でございますが、その下から２番目に、安全・安心な学校づくり交付金としまし、

４，８４８万円を計上しております。これは平成２０年度は石川小学校の校舎と、市場小学校の

屋内運動場の耐震補強工事を計画しておりまして、この耐震補強工事に対します文科省の交付金

でございます。 

その下の３節、中学校費補助金の中にも、同じように安全・安心な学校づくり交付金

２，４２４万円を計上しておりますが、この交付金につきましては、江陽中学校の屋内運動場の

耐震補強工事に対する交付金でございます。 

さらに、その下の５節でございますが、社会教育費補助金でございます。国宝、重要文化財等

保存整備費補助金としまして、１，５６８万円を計上しております。これは重要伝統的建造物群

保存地区の保存修理事業ですとか、埋蔵文化財保存活用整備事業、さらには町内所在の遺跡環境

詳細分布調査事業、こういった事業に対する国庫補助金でございます。 

次に、２６ページ、２７ページをお開きください。 

９目の教育費府補助金でございますが、この中の５節、社会教育費補助金でございます。先ほ
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どの国庫補助金と関連をしてきますが、重要伝統的建造物群保存地区の保存事業費補助金としま

して、６６１万６，０００円、それから文化財緊急保存費補助金としまして５０万円などを計上

しております。 

次に、２８ページ、２９ページをお開きください。 

上段の部分でございますが、７目、教育費の委託金でございます。２節、小学校費委託金とし

まして、１１０万円を計上しております。これは石川小学校が拠点校として取り組んでおります、

小学校における英語活動等国際理解活動推進事業という、この事業の委託金でございます。 

続きまして、歳出でございます。歳出の主なものをご説明をさせていただきます。２４６ペー

ジ、２４７ページをお開きください。 

２目の事務局費の中で、上から３行目になりますが、教育委員会マイクロバス運行事業としま

して３１７万９，０００円を計上しております。これは従来、加悦庁舎で管理をしておりました

マイクロバスを、新年度から教育委員会が管理をしていくこととなりまして、それらにかかりま

す運転手等の賃金ということで経費を計上しております。 

その下に、事務局費の一般経費の中の８節、補償費でございますが、学校等適正規模配置検討

委員会（仮称）委員報償としまして、５４万円を計上しております。こうした検討委員会を立ち

上げまして検討を進めていくということで、この５４万円につきましては、委員さん方の報償費

でございます。 

次に、４８ページ、４９ページをお開きください。 

ちょうど中段あたりになりますが、３目、教育振興費の教育振興費の中で、スクールバス運行

事業としまして、２５３万３，０００円を計上しております。これは先ほどご説明をさせていた

だきました、教育委員会のマイクロバス運行事業とはまた別でございまして、昨年度から継続事

業で、町道明石香河線の改良工事に伴っております。それにかかります、いわゆる香河地区です

とか、日晩寺地区の児童生徒を送迎しておりますスクールバスの経費でございます。 

次に、２５６ページ、２５７ページをお開きください。 

２５７ページの中段でございます。小学校の施設整備事業でございますが、歳入のとこでもご

説明をさせていただきましたが、この委託料につきましては、委託料の耐震補強設計監理委託料

７５０万円につきましては、石川小学校の校舎と市場小学校の屋内運動場のいわゆる設計監理委

託料でございます。 

その下の耐震補強設計委託料９００万円、これにつきましては、来年度予定しております三河

内小学校、市場小学校、山田小学校の３校分の校舎にかかります、耐震補強工事の実施設計委託

料でございます。 

さらに、その下の小学校の耐震補強工事としまして、１億３，５００万円を計上しております

が、先ほど歳入のところでもご説明をさせていただきましたが、文科省の交付金を受けまして、

石川小学校、あるいは市場小学校の耐震補強工事を計画をしていくというものでございます。 

次に、２６４ページ、２６５ページをお開きください。 

中段よりやや下になりますが、中学校施設整備事業としまして委託料、総額で７，４００万円、

その中の１３節の委託料で４００万円、さらに１５節の工事請負費で、７，０００万円を計上し

ております。これにつきましては、いずれも江陽中学校にかかります、屋内運動場の耐震補強工
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事の事業費でございます。 

次に、２７０ページ、２７１ページをお開きください。 

幼稚園の設備事業費でございますが、９００万円を計上しております。岩滝幼稚園にかかりま

す屋根の防水工事の改修ですとか、それから岩滝幼稚園並びに三河内幼稚園にかかります遊具の

撤去費、及び設置費でございます。 

それから２８２ページ、２８３ページをお開きください。 

この２８３ページの上段の部分でございますが、地区公民館整備事業という事業名を書いてお

ります。その中の１３節、委託料でございます。耐震診断調査委託料１５１万２，０００円、さ

らに設計委託料３３０万円を計上しておりますが、これは四辻地区公民館の増築計画に伴います

耐震診断の調査費ですとか、それから実施設計の委託料でございます。 

次に、２８６ページ、２８７ページをお開きください。 

ちょうど中ほどに、文化財保護活用事業７０５万６，０００円を計上しております。この事業

につきましては歳入のところでも、文化庁の埋蔵文化財の保存活用事業費のことをご説明をさせ

ていただきましたが、古墳公園の埴輪資料館の展示パネルの改修ですとか、加悦町史編さん事業

の総まとめとしまして、平成２０年度に入りまして一応今の段階では、７月ごろにシンポジウム

の開催を予定しておりまして、そういったシンポジウムの開催費につきましても、この中に含ん

でおります。 

それから、２８８ページ、２８９ページでございます。 

中ほどの伝統的建造物群保存対策事業費の中で、１９節で伝統的建造物群保存修理補助金とし

まして２，６４６万４，０００円を計上しております。これにつきましては、伝統的建造物群の

保存地区より９件の修理計画の申請がございまして、それらにかかります補助金でございます。 

それから、少し先に飛びますが、３０２ページ、３０３ページをお開きください。 

社会体育の関係になっていきますが、中ほどにスポーツイベント開催事業という事業を計上し

ております。その中で、１９節の負担金補助及び交付金の補助金でございますが、この中で大江

山の登山マラソンの実行委員会補助金の２５０万円のほかに、その下に与謝野町駅伝競争大会補

助金としまして１２４万円を計上しております。体育協会の主催で、町内を縦走いたします第

１回目の駅伝競争大会の計画がなされておりまして、それの補助金でございます。 

それから３０４ページ、３０５ページ、最後になりますが、３０５ページをお開きください。 

２目で社会体育施設管理費ということで、この３０５ページの方をごらんいただきますと、上

段の方に屋外体育施設管理運営事業、さらに下の方には屋内体育施設管理運営事業というふうに

事業名を分けております。これは昨年度までは施設別で予算計上をしておりましたが、いわゆる

屋外体育施設、いわゆるグラウンドですとかテニスコート、そういった部分をまとめております

のと、それから屋内体育施設につきましてはいわゆる体育館というふうに、２つのくくりに取り

まとめをしまして、管理運営費を計上いたしております。 

以上、長くなりましたが、教育委員会の所管の特徴的な予算についてご説明をさせていただき

ました。よろしくご審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） それでは水道課所管分につきまして、ご説明申し上げます。 
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別添当初予算資料に、水道事業、簡易水道の５カ年計画の与謝野町水道整備計画によりまして、

予算計上をさせていただいております。 

議案第４３号、平成２０年度与謝野町簡易水道特別会計からご説明申し上げます。 

予算書の３１８ページをお開き願います。 

第１条に、予算総額は、歳入歳出それぞれ９億８，１９８万円となっております。 

続きまして、３２６ページをお開きください。歳入からご説明申し上げます。 

２款、使用料及び手数料、１項、使用料、１目、使用料は、３億２，７０３万３，０００円を

見込んでおります。 

次に、３款、国庫支出金、１項、国庫補助金、１目、簡易水道補助金、１節、簡易水道補助金

は、補助対象額が９，６０１万２，０００円に対しまして、補助率が４分の１でありまして、

２，４００万３，０００円を見込んでおります。 

その下、３款、府支出金でありますが、これにつきましては、平成１７年度から創設された補

助金を５年分割で交付を受けるものでありまして、今年度は６７２万１，０００円を計上いたし

ております。 

そのほか歳入につきましては、特にご説明申し上げることはございません。 

続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。３３０ページであります。 

１款、総務費、１項、総務管理費でありますが、１目の一般管理費につきましては、事務事業

にかかる予算を計上させていただいております。 

次のページの２目、財政管理費につきましては、減債基金に６７３万８，０００円、財政調整

基金に６万１，０００円を積み立てることといたしまして、合計６７９万９，０００円を積立金

として計上をいたしております。 

その下、２款、維持管理費でございますが、各施設の維持管理費として、９，８０２万

６，０００円を計上させていただいておりますが、特にご説明申し上げることはございません。 

次に、３３４ページの３款、改良費でございますが、１目、改良費、１３節の委託料は、今年

度の事業の実施設計委託料２，８００万円、仮称ではありますが、新加悦浄水場の用地測量と、

三河内簡易水道で計画をしております、新配水池の用地測量委託料を８５０万円計上いたしてお

ります。 

１５節の工事請負費につきましては、４カ所の簡易水道施設の整備と、また、明石香河線道路

改良関連の導水管布設替工事と、下水道関連排水管布設替工事は８地区予定をいたしております。 

三河内簡易水道につきましては、四辻浄水場でも導入いたしました前処理施設と浄水施設の新

設、加悦簡易水道につきましては、新加悦浄水場の用地取得と造成工事費を、また、井戸の本掘

を２カ所行うことといたしております。 

市場簡易水道につきましては、昨年度、本掘いたしました井戸から既設の導水管までの布設を、

また、明石簡易水道につきましては、新加悦浄水場からの送水管を道路改良にあわせまして、先

行して布設工事を行うことといたしております。 

１７節、公有財産購入費につきましては、先ほど申し上げました２簡易水道の用地取得費を計

上しております。 

以上が、平成２０年度与謝野町簡易水道特別会計でございます。 



－76－ 

続きまして、議案第５４号、平成２０年度与謝野町水道事業会計予算をご説明申し上げます。 

一番最後のところに、今年度から上水道会計の予算をつけております。 

５５６ページに載せておりまして、当初の予算資料の７０ページに概要を添付しておりますの

で、参考にごらんいただきたいと思います。 

それでは５５７ページをお開きいただきます。 

収益的収入及び支出の中の収入でありますが、１款、水道事業収益、１目、給水収益の水道使

用料は１億４，５０５万８，０００円を見込んでおります。 

そのほか収入につきましては、特にご説明申し上げることはございません。 

続きまして、支出につきましてご説明を申し上げます。５５９ページをお開きください。 

１款、水道事業費用、１項、営業費用でございますが、事務事業にかかる経費と維持管理にか

かる経費を、予算計上をさせていただいております。特に申し上げることはございません。 

続きまして、５６７ページに、資本的収入及び支出の収入でありますが、１款、資本的収入、

１項、企業債を１，０００万円、２項、分担金は水道加入負担金を６８万５，０００円を見込ん

でおります。 

続きまして、支出につきましてご説明申し上げます。５６９ページをお開きください。 

１款、資本的支出、１項、建設改良費、１目、拡張改良費は、排水管の布設替工事を上げてお

りまして２，６０２万５，０００円と、昨年、布設替えいたしましたところの舗装本復旧工事を

１，８０２万５，０００円を計上させていただいております。 

２目には、配水管事業費でありますが、岩滝海岸線道路改良にあわせまして配水管を新設させ

ていただく工事費で、１，９４４万円を計上いたしております。 

以上、まことに簡単でございますが、水道課所管分の説明とさせていただきます。十分ご審議

の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） それでは最後になりましたが、下水道課所管分につきましてご説明を申し上げ

ます。 

まず、予算書の１４６ページをお開きください。 

一般会計でございますが、４款、衛生費、１項、保健衛生費、一番下の浄化槽設置整備事業で

ございます。次のページで１９節、上段でございますが補助金、浄化槽設置整備事業補助金、こ

れは４６５万６，０００円でございますが、６基分でございます。以上を計上いたしております。

なお、これに対します国庫及び府補助金でございますが、歳入でそれぞれ８８万２，０００円ず

つを見込んでおります。 

以上が、浄化槽関係でございます。 

続きまして、下水道特別会計に入らせていただきます。予算書の３５２ページをお開きくださ

い。 

予算総額でございますが、歳入歳出それぞれ１８億７，０６０万円でございます。 

続きまして、３６０ページ、３６１ページをお開き願います。 

まず、歳入でございますが、１款の分担金及び負担金、１項、分担金、１目、分担金でござい

ますが、これは特定環境保全公共下水道受益者分担金で５，３９０万円の見込み、その下の１目、
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負担金は、公共下水道受益者負担金で１，１３８万円を見込んでおります。 

その下、２款、使用料及び手数料でございますが、１目、使用料では、全体で２億２２４万

２，０００円を見込んでおります。 

それから、３款、国庫支出金でございます。１目、下水道国庫補助金は公共、特環を合わせま

して２億３，５００万円を見込んでおります。 

続きまして、歳出に移らせていただきます。３６９ページをお開き願います。 

２款、維持管理費でございますが、全体では３億８５４万３，０００円でございます。 

３６９ページの右上段で、公共下水道事業部分で１億１，０２０万８，０００円。このうち大

きなものといたしましては、１９節の負補交の部分で、真ん中の宮津湾流域下水道排水負担金、

これが７，５８４万６，０００円でございます。 

それから次のページは、特定環境保全公共下水道事業で、全体としては１億９，８３３万

５，０００円でございますが、これも次のページ、３７３ページの上から３つ目でございますが、

宮津湾流域下水道排水負担金１億３，２３８万９，０００円と、合わせまして２億８００万円程

度の排水負担金となっておるものでございます。 

続きまして、３款、事業費でございます。公共下水道建設事業費、工事請負費といたしまして

は、全体では５億８，１６８万円を計上いたしております。 

その内訳でございますが、公共下水道事業の部分でございます。３７３ページ、一番下でござ

いますが、工事請負費２，３３２万９，０００円を計上いたしております。これは岩滝地域の部

分でございますが、大体１９年度をもちまして、おおむね管渠工事は終了いたしました。それで

２０年度につきましては、その部分の舗装本復旧工事を見込んでおりまして、昔よりは低い予算

となっております。岩滝の部分につきましては、舗装本復旧でございます。 

それから次のページ、３７５ページでございますが、特定環境保全公共下水道事業、これが旧

野田川、加悦地域でございますが、下の方の１５節、工事請負費、全体では５億５，８３５万

１，０００円を見込んでおります。 

なお、本年度、２０年度の整備面積でございますが、約３１ヘクタールを整備する予定でござ

いまして、面積普及率でございますが、約７７．５％程度になる見込みでおります。 

続きまして、農業集落排水特別会計に入らせていただきます。３８４ページをお開き願います。 

予算総額でございますが、歳入歳出それぞれ１億１，７４６万円でございます。 

３９２、３９３ページをお開き願います。 

歳入の３款、府支出金、２項、府補助金で、１目、農業集落排水事業補助金では、１９年度か

ら進めております温江地区農業集落排水事業の農業集落排水村づくり交付金を、４，０４０万円

見込んでおります。 

次に、４０１ページをお開き願います。 

３款、事業費の１項、農業集落排水事業費、１目、農業集落排水施設整備事業費は、先ほど申

し上げました温江地区の農業集落排水事業で、１５節、工事請負５８９６万円でございます。 

それから１７節で、公有財産購入費で、土地購入費５００万円。これは処理場用地を買い上げ

る予算として、５００万円を計上をさせていただいております。 

以上、まことに簡単ではございますが、下水道課所管分の説明とさせていただきます。よろし
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くお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 以上について、各担当課長から提案説明を受けました。 

本案につきましても、本日は提案説明のみにとどめます。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会いたします。 

次回は、３月１１日午前９時３０分から開議いたしますのでご参集ください。 

大変遅くまでお疲れさんでございました。ご苦労さんでございました。 

（散会 午後５時３８分） 

 


